
日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

三

日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

―
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
の
視
点
か
ら
（
一
）

吾
　
妻
　
重
　
二

は
じ
め
に

　

南
宋
の
朱
熹
（
一
一
三
〇

－

一
二
〇
〇
）
が
著
わ
し
た
『
家
礼
』（『
文
公

家
礼
』、『
朱
子
家
礼
』
と
も
）
は
、
家
族
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
冠
婚
喪
祭
」

の
儀
式
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
朱
子
学
の
広
範
な
伝
播
と
あ
い
ま
っ
て
中
国

の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
地
域
に
大
き
な
反
響
を
も
た
ら
し
た
。

　

こ
の
冠
婚
喪
祭
の
四
礼
の
う
ち
、
後
世
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
た
の
が
「
喪

礼
」
と
「
祭
礼
」
の
二
礼
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
親
に
対
す
る
孝
の
自
覚
お
よ

び
実
践
と
関
係
が
あ
り
、
近
世
日
本
に
お
い
て
も
『
家
礼
』
の
こ
れ
ら
の
儀

礼
は
儒
者
や
儒
教
共
鳴
者
を
中
心
に
強
い
関
心
を
集
め
て
い
た
。
こ
の
う
ち

「
喪
礼
」
は
葬
儀
と
服
喪
の
二
つ
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
葬

儀
が
と
り
行
な
わ
れ
、
親
や
家
族
の
儒
式
墓
が
造
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
日
本
に
お
け
る
儒
教
の
思
想
的
営
為
の
重
要
な
実
例
と
し
て
見
逃
す
こ

と
が
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、『
家
礼
』
に
も
と
づ
く
儒
教
式
墓
に
関
し
て
は
、
そ
の
形
状
と
い

い
大
き
さ
と
い
い
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
ど
の
よ
う
な
墓
が
『
家
礼
』
式
の
儒
墓
な
の
か
判
然
と
せ
ず
、
し
た

が
っ
て
同
種
の
墓
が
ど
れ
ほ
ど
作
ら
れ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状
況

が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
『
家
礼
』
式
儒
墓
の
形
状
に
い
く
ら

か
触
れ
た
も
の
と
し
て
は
近
藤
啓
吾
、
松
原
典
明
、
北
脇
義
久
諸
氏
の
論
文

が
あ
る
が）

（
（

、
必
ず
し
も
系
統
的
で
は
な
く
、
ま
た
『
家
礼
』
の
記
述
に
関
す

る
解
釈
も
検
討
の
余
地
を
な
お
多
く
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、
こ
こ
で
は
『
家
礼
』
式
儒
墓
が
ど
の
よ

う
な
形
状
と
性
格
を
も
つ
の
か
を
中
国
や
朝
鮮
の
状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
具

体
的
に
考
察
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の
重
要
な
事
例
を
紹
介
、
検
討
し
、
そ

の
独
自
性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
日
本
の
儒
式
墓
が
す
べ
て

『
家
礼
』
式
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
は
『
家
礼
』
の
影
響
下
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
本
稿
で
の
考
察
は
近
世
日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
の



四

影
響
の
度
合
い
の
一
端
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
今
後
、
当

の
墓
が
儒
式
か
否
か
を
判
断
す
る
の
に
も
か
な
り
の
程
度
役
に
立
つ
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　
『
家
礼
』
式
墓
か
否
か
の
判
断
に
関
し
て
は
、
誌
石
の
有
無
も
そ
の
一
つ
の

基
準
に
な
る
。『
家
礼
』
で
は
墓
誌
の
制
作
が
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
し
誌
石
は
墓
側
に
埋
め
ら
れ
る
た
め
、
地
下
を
掘
ら
な
い
限
り
そ

の
存
在
は
知
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
は
普
通
は
わ
か

ら
な
い
。
よ
っ
て
誌
石
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
付
帯
的
に
取
り
上
げ
る
に

と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
。

　

も
う
一
つ
、
墓
前
に
立
て
る
墓
石
を
墓
標
や
墓
塔
、
石
塔
な
ど
と
呼
ぶ
場

合
が
あ
る
が
、『
家
礼
』
や
中
国
の
礼
制
に
よ
れ
ば
「
墓
碑
」
と
呼
ぶ
の
が
正

し
く
、
こ
こ
で
も
こ
の
呼
称
を
用
い
る
。
塔
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
ス
ト
ゥ

ー
パ
（
塔
婆
）
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
墓
塔
や
石
塔
と
い
っ
た
仏
教
的
名
称
に

よ
っ
て
日
本
の
す
べ
て
の
関
連
墓
石
を
呼
ぶ
の
は
問
題
で
あ
る）

（
（

。
そ
の
よ
う

な
呼
称
は
「
日
本
近
世
の
墓
は
す
べ
て
仏
式
」
と
い
う
思
い
込
み
に
よ
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
紙
幅
の
関
係
上
、
今
回
は
日
本
の
事
例
に
関
し
て
は
林
氏
墓
地
ま
で

に
と
ど
め
、
そ
れ
以
降
の
例
に
つ
い
て
は
次
号
で
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　
『
家
礼
』
に
お
け
る
墓
碑

1
　『
家
礼
』
に
お
け
る
墓
碑
と
誌
石

　

ま
ず
、『
家
礼
』
に
お
け
る
墓
碑
の
記
述
を
見
て
み
た
い
。
そ
の
巻
四
・
喪

礼
・
成
墳
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

墳
高
四
尺
。
立
小
石
碑
於
其
前
、
亦
高
四
尺
。
趺
高
尺
許
。

今
按
、
孔
子
防
墓
之
封
、
其
崇
四
尺
、
故
取
以
為
法
。
用
司
馬
公
說
、

別
立
小
碑
、
但
石
須
闊
尺
以
上
、
其
厚
居
三
之
二
、
圭
首
而
刻
其
面
如

誌
之
蓋
、
乃
略
述
其
世
系
名
字
行
實
而
刻
於
其
左
、
轉
及
後
右
而
周
焉
。

婦
人
則
俟
夫
葬
乃
立
、
面
如
夫
之
誌
蓋
之
刻
云
。

（�

墳
は
高
さ
四
尺
。
小
石
碑
を
其
の
前
に
立
て
、
亦
た
高
さ
四
尺
。
趺ふ

は

高
さ
尺
許ば
か

り
。

 �

今
按
ず
る
に
、
孔
子
防
墓
の
封
、
其
の
崇た
か

さ
四
尺
な
り
。
故
に
取
り
て

以
て
法
と
為
す
。
司
馬
公
の
説
を
用
い
て
別
に
小
碑
を
立
つ
。
但
だ
石

は
須
ら
く
闊ひ
ろ

さ
尺
以
上
な
る
べ
く
、
其
の
厚
さ
三
の
二
に
居
る
。
圭
首

に
し
て
其
の
面
に
刻
す
る
こ
と
誌
の
蓋ふ
た

の
如
く
す
。
乃
ち
略ほ

ぼ
其
の
世

系
・
名
字
・
行
実
を
述
べ
て
其
の
左
に
刻
し
、
転
じ
て
後
・
右
に
及
び

て
周め
ぐ

ら
す
。
婦
人
は
則
ち
夫
の
葬
る
を
俟ま

ち
て
乃
ち
立
つ
。
面
は
夫
の

誌
蓋
の
刻
の
如
く
す
と
云
う
。）

　
『
家
礼
』
に
記
さ
れ
た
墓
碑
の
説
明
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
司

馬
光
『
書
儀
』
の
所
説
を
ふ
ま
え
つ
つ
改
変
を
加
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を

引
用
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

墓
前
更
立
小
碑
、
可
高
二
三
尺
許
、
大
書
曰
某
姓
名
某
、
更
不
書
官
。

（『
書
儀
』
巻
七
・
喪
儀
三
・
碑
誌
）

（�
墓
前
に
更
に
小
碑
を
立
つ
。
高
さ
二
、
三
尺
許ば
か

り
な
る
べ
し
。
大
書
し

て
某
姓
名
某
と
曰
い
、
更
に
官
を
書
せ
ず
。）



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

五

　

は
じ
め
の
『
家
礼
』
の
記
述
に
い
う
「
孔
子
防
墓
の
封
」
云
々
と
は
『
礼

記
』
檀
弓
篇
上
に
見
え
る
話
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
孔
子
は
曲
阜
近
く
の
防

の
地
に
あ
っ
た
父
の
墓
に
母
を
合
葬
し
た
際
、
そ
の
封
（
盛
り
土
）
の
高
さ

を
四
尺
に
し
た
と
い
う）

（
（

。
右
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
司
馬
光
は
墓
碑
の
高

さ
を
二
、
三
尺
程
度
と
し
た
が
、
朱
熹
は
こ
の
孔
子
の
伝
説
に
も
と
づ
い
て

盛
り
土
の
高
さ
を
四
尺
と
し
、
墓
碑
の
高
さ
も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
四
尺
に
し

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
墓
碑
を
立
て
る
と
い
う
行
為
は
、
実
は
当
時
、
誰
に

で
も
許
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
注
意
し
て
お
き
た
い
。
宋
代

の
喪
葬
令
（
天
聖
令
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

諸
碑
碣
〔
其
文
皆
須
実
録
、
不
得
濫
有
褒
飾
〕、
五
品
以
上
立
碑
、
螭
首

龜
趺
、
趺
上
高
不
得
過
九
尺
。
七
品
以
上
立
碣
、
趺
上
高
四
尺
、
圭
首

方
趺
。
若
隠
淪
道
素
、
孝
義
著
聞
者
、
雖
無
官
品
、
亦
得
立
碣）

（
（

。

（�

諸
碑
碣
は
〔
其
の
文
は
皆
な
須
ら
く
実
録
に
し
て
、
濫み
だ

り
に
褒
飾
有
る

を
得
ざ
る
べ
し
〕、
五
品
以
上
は
碑
を
立
つ
。
螭
首
亀
趺
に
し
て
、
趺

上
の
高
さ
九
尺
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
七
品
以
上
は
碣
を
立
つ
。
趺
上
の

高
さ
四
尺
に
し
て
、
圭
首
方
趺
。
隠
淪
・
道
素
、
孝
義
も
て
著
聞
す
る

者
の
若ご
と

き
は
、
官
品
無
し
と
雖
も
、
亦
た
碣
を
立
つ
を
得
。）

　

す
な
わ
ち
、
墓
前
の
墓
石
に
は
碑
と
碣
が
あ
り
、
官
品
が
五
品
以
上
の
高

級
官
僚
の
み
「
碑
」
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
の
形
状
は
「
螭

首
亀
趺
」
で
、
趺
（
台
石
）
の
上
の
高
さ
、
す
な
わ
ち
碑
身
の
高
さ
は
九
尺

を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
七
品
以
上
の
中
級
官
僚
の
場
合
は
「
碣
」
を

立
て
る
が
、
そ
の
場
合
「
圭
首
方
趺
」
の
形
状
と
し
、
趺
上
の
碣
本
体
の
高

さ
は
四
尺
だ
と
い
う
。
ま
た
隠
士
や
徳
行
の
人
物
、
孝
義
を
も
っ
て
名
が
知

ら
れ
た
者
は
官
品
が
な
く
て
も
碣
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
の

喪
葬
令
は
司
馬
光
『
書
儀
』
も
引
用
し
て
お
り
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る）

（
（

。

整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

宋
代
の
礼
制
（
喪
葬
令
）
に
よ
る
墓
碑
の
つ
く
り

　

五
品
以
上　
　
　
　

碑　
　

螭
首
亀
趺　

碑
身
の
高
さ
は
九
尺
ま
で

　

七
品
以
上　
　
　
　

碣　
　

圭
首
方
趺　

碣
身
の
高
さ
は
四
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

隠
士
や
徳
行
の
人
物
、
孝
義
を
も
っ
て
知
ら

れ
た
者
は
官
品
が
な
く
て
も
建
立
で
き
る

　

八
品
以
下
、
庶
人　

な
し

　

こ
の
よ
う
に
、
宋
代
の
礼
制
で
は
、
五
品
以
上
の
者
が
墓
碑
を
、
七
品
以

上
の
者
が
墓
碣
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
下
級
官
僚
や
官
位
の
な
い
一
般
の

庶
人
に
そ
れ
ら
を
立
て
る
の
は
、
特
別
な
場
合
を
除
い
て
許
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。『
書
儀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
礼
制
を
無
視
し
て
「
高
墓
大
碑
」
を

作
る
風
潮
も
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
と
も
あ
れ
司
馬
光
が
高
さ
二
、
三
尺
ほ
ど

の
「
小
碑
」
を
作
り
、
表
面
に
「
某
姓
名
某
」
と
だ
け
大
書
す
る
と
し
た
の

は
、
礼
制
を
大
き
く
踏
み
外
さ
ず
、
し
か
も
一
般
の
士
庶
に
墓
碑
を
立
て
る

の
を
許
す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。『
家
礼
』

は
「
司
馬
公
の
説
を
用
い
て
別
に
小
碑
を
立
つ
」
と
い
う
よ
う
に
こ
の
構
想



六

を
継
承
し
つ
つ
、
し
か
も
『
礼
記
』
檀
弓
篇
上
の
記
述
に
従
っ
て
高
さ
を
「
四

尺
」
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。『
書
儀
』
と
『
家
礼
』
が
、
碑
と
碣
を
区
別
せ
ず

に
ま
と
め
て
「
碑
」
と
呼
ん
で
い
る
の
も
、
身
分
や
地
位
に
と
ら
わ
れ
な
い

共
通
の
礼
式
を
考
え
た
結
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

朱
熹
は
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
礼
制
に
よ
る
制
限
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
そ

の
こ
と
は
父
朱
松
の
改
葬
に
あ
た
っ
て
、
朱
松
は
正
四
品
に
あ
た
る
通
議
大

夫
を
贈
ら
れ
て
い
る
か
ら
「
螭
首
亀
趺
」
で
高
さ
九
尺
の
墓
碑
を
造
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る）

（
（

。
し
か
し
朱
熹
は
『
家

礼
』
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
国
家
の
公
的
制
度
と
は
少
し
違
う
礼
式
を
構

想
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

次
に
、
墓
碑
正
面
に
刻
む
文
字
で
あ
る
が
、『
書
儀
』
は
「
大
書
し
て
某
姓

名
某
と
曰
い
、
更
に
官
を
書
せ
ず
」
と
し
て
官
位
に
つ
い
て
は
記
さ
な
い
と

す
る
が
、『
家
礼
』
で
は
「
其
の
面
に
刻
す
る
こ
と
誌
の
蓋
の
如
く
す
」
と
い

う
よ
う
に
、
誌
石
の
蓋ふ
た

に
刻
ん
だ
文
字
と
同
様
に
す
る
と
い
う
（
誌
石
に
つ

い
て
は
後
述
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
官
位
が
あ
れ
ば
「
有
宋
某
官
某
公
之
墓
」

と
刻
み
、
官
位
が
な
け
れ
ば
字あ
ざ
なを
用
い
て
「
某
君
某
甫
」
と
い
う
ふ
う
に
刻

む
こ
と
に
な
る
。「
某
官
」
と
は
寄
禄
官
の
名
称
を
い
い
、
前
の
朱
松
の
例
で

い
え
ば
「
通
議
大
夫
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
場
合
、『
家

礼
』
は
官
位
の
有
無
す
な
わ
ち
士
人
と
庶
人
に
よ
る
礼
的
表
現
の
違
い
、
い
わ

ゆ
る
礼
の
等
差
に
つ
き
『
書
儀
』
よ
り
も
配
慮
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、『
書
儀
』
は
墓
碑
の
形
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。『
家
礼
』

に
い
う
墓
碑
の
形
は
「
圭
首
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
喪
葬
令
で
七
品
以
上

は
「
圭
首
方
趺
」
に
す
る
と
い
う
の
に
な
ら
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

喪
葬
令
で
は
七
品
以
上
の
碣
本
体
の
高
さ
は
四
尺
と
さ
れ
る
か
ら
、『
家
礼
』

に
い
う
碑
身
の
高
さ
に
等
し
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、『
家
礼
』
に
い
う
墓
碑
は

結
局
、
宋
代
に
お
け
る
七
品
以
上
の
官
人
と
ほ
ぼ
同
様
の
つ
く
り
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
庶
人
も
そ
う
し
た
墓
碑
を
造
れ
る
と
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
で

「
分
」
を
超
え
た
構
想
で
あ
る
。

　

碑
の
下
の
趺
（
台
石
）
に
つ
い
て
も
『
書
儀
』
は
記
し
て
い
な
い
が
、『
家

礼
』
は
「
趺
は
高
さ
尺
許ば
か

り
」
と
し
て
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
形
状
は

や
は
り
喪
葬
令
に
な
ら
っ
て
方
趺
（
方
形
の
台
石
）
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
墓
誌
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、『
家
礼
』
巻
四
・
喪
礼
・
治
葬
に

「
刻
誌
石
」（
誌
石
を
刻
む
）
の
条
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
蓋ふ
た

と
底そ
こ

の
二
片

の
石
を
用
い
、
蓋
に
は
官
位
が
あ
れ
ば
「
有
宋
某
官
某
公
之
墓
」
と
、
官
位

が
な
け
れ
ば
字あ
ざ
なを

用
い
て
「
某
君
某
甫
」
と
刻
み
、
底
の
方
に
は
簡
単
な
履

歴
を
刻
む
。
女
性
の
場
合
も
ま
た
、
夫
の
官
品
の
有
無
や
、
夫
の
生
前
と
死

後
と
で
語
句
表
現
は
や
や
違
う
が
、
や
は
り
誌
石
を
作
り
文
字
を
刻
む
。
そ

し
て
埋
葬
の
日
に
こ
れ
ら
二
片
の
石
を
向
か
い
合
わ
せ
に
し
、
鉄
線
で
ぐ
る

り
と
束
ね
て
壙
は
か
あ
なの

前
の
地
中
に
埋
め
る
と
い
う）

（
（

。『
書
儀
』
は
蓋
と
底
の
区
別

に
つ
き
述
べ
て
い
な
い
も
の
の
、
誌
石
本
体
に
刻
む
文
章
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
『
家
礼
』
巻
四
・
喪
礼
の
「
下
誌
石
」
条
に
よ
れ
ば
、
地
中
に
煉
瓦

を
一
重
に
敷
い
て
そ
の
上
に
誌
石
を
置
き
、
さ
ら
に
四
周
を
煉
瓦
で
ぐ
る
り



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

七

と
囲
ん
で
土
で
覆
う
と
す
る）

（
（

。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
当
時
の
礼
制
で
は
下
級
官
僚
と
庶
人
は
、
こ

れ
ま
た
墓
誌
（
誌
石
）
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
十
三
、「
答
李
継
善
」
第

四
書
簡
に
次
の
問
答
が
あ
る
。

政
和
儀
、
六
品
以
下
至
庶
人
無
朔
奠
、
九
品
以
下
至
庶
人
無
誌
石
、
而

温
公
書
儀
皆
有
之
。
今
當
以
何
者
爲
據
。

既
有
朝
奠
、
則
朔
奠
且
遵
當
代
之
制
、
不
設
亦
無
害
。
但
誌
石
或
欲
以

爲
久
遠
之
驗
、
則
畧
其
文
而
淺
瘞
之
、
亦
未
遽
有
僣
偪
之
嫌
也
。

（�

政
和
儀
に
、
六
品
以
下
、
庶
人
に
至
る
ま
で
朔
奠
無
く
、
九
品
以
下
、

庶
人
に
至
る
ま
で
誌
石
無
し
。
而
し
て
温
公
書
儀
は
皆
な
之
れ
有
り
。

今
当ま
さ

に
何
者
を
以
て
拠
と
為
す
べ
き
か
。�

�

既
に
朝
奠
有
れ
ば
、
則
ち
朔
奠
は
且し
ば
らく

当
代
の
制
に
遵
う
。
設
け
ざ
る

も
亦
た
害
無
し
。
但
だ
誌
石
は
或
い
は
以
て
久
遠
の
験
と
為
さ
ん
と
欲

す
れ
ば
、
則
ち
其
の
文
を
略
し
て
浅
く
之
を
瘞う
ず

む
る
も
、
亦
た
未
だ
遽に
わ

か
に
は
僣
偪
の
嫌
い
有
ら
ざ
る
な
り
。）

　

こ
こ
で
は
じ
め
に
い
う
朝
奠
・
朔
奠
に
つ
い
て
は
措
く
と
し
て
、
い
ま
重

要
な
の
は
北
宋
末
に
施
行
さ
れ
た
国
家
礼
制
『
政
和
五
礼
新
儀
』
に
よ
れ
ば

九
品
以
下
、
庶
人
は
誌
石
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
い
ま
『
政
和
五
礼
新
儀
』（
四
庫
全
書
本
）
巻
二
百
十
六
・
凶
礼
・
品
官

喪
儀
中
・
葬
の
条
を
見
る
と
、
確
か
に
埋
葬
時
の
行
列
の
と
こ
ろ
に
「
誌
石

車
九
品
無
」
と
あ
る
。
誌
石
を
載
せ
る
車
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
誌
石
そ
の
も
の
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

　

で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
問
う
門
人
に
対
し
て
、
朱
熹
は
「
誌
石
は
遠

い
将
来
に
わ
た
っ
て
、
そ
こ
に
墓
が
あ
る
こ
と
を
示
す
験し
る
しと
な
る
も
の
だ
か

ら
、
墓
誌
の
文
章
を
簡
略
に
し
、
ま
た
浅
く
埋
め
れ
ば
必
ず
し
も
僭
越
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
誌
石
の
制
作
を
許
容
し
て
い
る
。
ま
た
、

誌
石
を
埋
め
る
場
所
は
、
壙
の
中
で
な
く
壙
の
う
え
二
、
三
尺
あ
た
り
が
よ

い
と
い
う）

（
（

。

　

こ
れ
は
興
味
深
い
発
言
で
、
こ
れ
も
ま
た
当
時
の
国
家
礼
制
を
考
慮
し
つ

つ
、
で
き
る
だ
け
広
範
な
階
層
に
儀
礼
実
践
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
方
針

に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。『
書
儀
』
お
よ
び
『
家
礼
』
で
は
、
墓
碑
と
同
じ
く

誌
石
も
ま
た
、
官
品
を
も
た
な
い
庶
人
も
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
『
家
礼
』
の
特
色
の
一
つ
は
、
身
分
や
地
位
を
越
え
て
、
誰
で

も
実
行
可
能
な
儀
礼
を
構
想
し
た
こ
と
に
あ
る
が）

（1
（

、
そ
の
こ
と
は
墓
碑
や
誌

石
の
制
作
に
関
し
て
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
『
家
礼
』
の

近
世
的
新
し
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2
　
墓
碑
の
大
き
さ
に
つ
い
て

　

次
に
、
墓
碑
の
大
き
さ
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。『
家
礼
』
に
い
う
尺
は
い

わ
ゆ
る
周
尺
、
し
か
も
宋
代
に
い
う
と
こ
ろ
の
周
尺
で
あ
っ
て
、
今
の
二
十

三
・
一
セ
ン
チ
に
相
当
す
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
書
儀
』
巻
二
・
深
衣
制
度
に
「
凡
尺
寸
皆
当
用
周
尺



八

度
之
」（
凡
そ
尺
寸
は
皆
な
当ま
さ

に
周
尺
を
用
い
て
之
を
度は
か

る
べ
し
）
と
い
い
、

『
家
礼
』
巻
頭
・
家
礼
図
の
「
尺
式
」
に
「
神
主
用
周
尺
」（
神
主
は
周
尺
を

用
う
）
と
あ
っ
て
、『
書
儀
』
と
『
家
礼
』
で
は
い
ず
れ
も
周
尺
を
尺
度
の
基

準
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

（（
（

。

　

た
だ
し
周
尺
と
い
っ
て
も
、
実
は
古
代
周
王
朝
に
お
い
て
一
定
の
基
準
は

な
く
、
八
百
年
に
及
ぶ
そ
の
歴
史
の
中
で
か
な
り
変
化
し
た
ら
し
い
。
漢
和

辞
典
の
付
録
の
「
度
量
衡
表
」
な
ど
に
は
周
尺
の
寸
法
が
十
八
・
〇
セ
ン
チ
と

か
二
十
二
・
五
セ
ン
チ
な
ど
と
明
記
さ
れ）

（1
（

、
ま
た
阿
部
猛
『
度
量
衡
の
事
典
』

（
同
成
社
、
二
〇
〇
六
年
）
で
も
「
周
代
の
尺
は
約
13
㎝
」（
同
書
七
三
頁
）

と
明
記
し
て
い
る
が
、
も
と
づ
く
根
拠
が
ま
ち
ま
ち
な
よ
う
で
、
実
際
に
は

ど
れ
も
正
確
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
周
代
を
通
し
て
固
定
し
た
標
準
尺

度
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

（3
（

。

　

し
か
し
、
宋
代
に
い
う
「
周
尺
」
が
ど
の
程
度
の
長
さ
と
さ
れ
た
の
か
は

わ
か
る
の
で
あ
っ
て
、
北
宋
の
高
若
訥
が
『
隋
書
』
律
暦
志
に
よ
っ
て
復
元

し
た
十
五
等
古
尺
の
う
ち
の
「
晋
前
尺
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

く
（『
宋
史
』
律
暦
志
四
）、
そ
の
長
さ
が
二
十
三
・
一
セ
ン
チ
な
の
で
あ
る
。

『
家
礼
』
を
含
め
、
宋
代
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
周
尺
」
が
二
十
三
・
一
セ
ン
チ

と
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
諸
研
究
者
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

（1
（

。

　

こ
れ
に
よ
り
、『
家
礼
』
が
構
想
し
て
い
た
墓
碑
の
大
き
さ
は
次
の
よ
う
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
墓
碑
本
体
の
高
さ
（
四
尺
）
は
九
十
二
・
四
セ
ン
チ
、
闊は
ば

（
一
尺
以
上
）
は
二
十
三
・
一
セ
ン
チ
以
上
、
厚
さ
（
三
分
の
二
尺
以
上
）
は

十
五
・
四
セ
ン
チ
以
上
で
あ
る
。
ま
た
趺
の
高
さ
（
尺
許
）
は
二
十
三
・
一
セ

ン
チ
程
度
で
あ
る
。

3
　
圭
首
の
形
状
―
そ
の
原
義
と
根
拠

　

次
に
、
墓
碑
の
形
状
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
『
家
礼
』

で
は
「
圭
首
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
圭
首
は
実
際
ど
の
よ
う
な
形
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
朱
熹
は
こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
具
体
的
説
明
を
残
し
て
い
な

い
よ
う
な
の
で
、
少
し
考
証
を
加
え
て
み
た
い
。

　
「
圭
角
」
と
い
う
語
が
あ
る
よ
う
に
、
圭
首
と
い
う
と
一
般
に
先
端
の
尖
っ

た
形
を
イ
メ
ー
ジ
し
が
ち
だ
が
、
実
は
、
圭
首
に
は
そ
の
よ
う
な
左
右
対
称

で
上
部
を
尖
ら
せ
た
形
状
の
ほ
か
に
、
上
部
が
ゆ
る
や
か
に
円
ま
っ
た
形
状

の
二
つ
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
り
に
前
者
を
尖
頭
型
と
呼
び
、
後
者
を
円

頭
型
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
実
際
に
日
本
の
『
家
礼
』
式
墓
碑
に
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
こ
の
二
つ
の
形
が
見
う
け
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
圭
は
中
国
古
代
の
玉
器
で
あ
る
が
、
考
古
学
者
の
常
素
霞
に
よ

れ
ば
、圭

の
形
は
少
な
く
と
も
1
種
類
あ
る
…
…
一
つ
は
上
が
丸
く
下
が
四
角

い
も
の
で
、
こ
れ
を
円
首
圭
と
呼
ぶ
。
も
う
一
つ
は
上
が
尖
り
、
下
が

四
角
い
も
の
で
、
こ
れ
を
尖
首
圭
と
呼
ぶ）

（1
（

。

と
い
い
、

周
の
玉
圭
は
主
に
平
頭
圭
と
尖
頭
圭
の
1
種
類
に
分
か
れ
る
。
…
…
尖

頭
圭
は
そ
の
後
次
第
に
規
範
化
し
、
歴
代
玉
圭
の
唯
一
の
形
式
と
な
っ

た）
（1
（

。



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

九

と
指
摘
し
て
い
る
。
林
巳
奈
夫
も
ま
た
、
尖
頭
型
の
圭
に
つ
き
「
こ
の
よ
う

な
形
状
を
も
つ
た
圭
は
戰
國
時
代
中
期
頃
に
少
數
現
れ
出
す）

（1
（

」
と
い
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
圭
は
も
と
も
と
円
頭
型
（
も
し
く
は
平
頭
型
）
と
尖
頭
型
の

二
種
類
が
あ
り
、
発
生
は
円
頭
型
の
方
が
早
い
が
、
戦
国
時
代
以
降
、
尖
頭

型
が
一
般
の
玉
圭
の
形
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
文
献
資
料
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
ま
わ
り
く

ど
い
よ
う
だ
が
、
後
世
の
人
々
が
『
家
礼
』
に
い
う
「
圭
首
」
の
形
状
を
復

元
す
る
際
、
中
国
古
代
の
文
献
資
料
に
よ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
が
何
を
参
照
し
た
の
か
、
そ
の
根
拠
を
調
べ
て
お
く

の
も
無
駄
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

○
尖
頭
型
（
左
右
対
称
で
上
部
を
尖
ら
せ
た
形
状
）

　

こ
の
形
状
に
つ
い
て
は
、『
儀
礼
』
聘
礼
・
記
に
、

圭
與
繅
皆
九
寸
、
剡
上
寸
半
、
厚
半
寸
、
博
三
寸
。

（
圭
と
繅
と
は
皆
な
九
寸
、
上
寸
半
を
剡け
ず

る
。
厚
さ
半
寸
、
博
さ
三
寸
。）

と
あ
る
の
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
圭
お
よ
び
、
圭
の
敷
き
も
の
で
あ
る
繅

の
形
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
復
元
し
た
の
が
〈
図
（
〉）

（1
（

で
あ
る
。

ま
た
〈
図
1
〉）

（1
（

は
漢
代
の
玉
圭
で
、
尖
頭
の
左
右
対
称
形
を
き
れ
い
に
示
し

て
い
る
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
尖
頭
型
は
後
発
の
形
だ
が
戦
国
時
代
以
降
次
第

に
一
般
化
し
、
我
々
が
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
圭
の
形
と
な
っ
た
。
日
本
の

若
林
強
斎
『
家
礼
訓
蒙
疏
』
巻
三
に
「
圭
首
ハ
象
戯
ノ
駒
ノ
首
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル

ヲ
云）

11
（

」
と
い
い
、
藤
井
懶
斎
の
『
二
礼
童
覧
』
巻
上
に
「
し
や
う
ぎ
が
し
ら）

1（
（

」

と
、『
家
礼
』
の
墓
を
い
ず
れ
も
将
棋
の
駒
の
形
に
喩
え
て
い
る
の
は
こ
の
尖

頭
型
の
説
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

○
円
頭
型
（
左
右
対
称
で
上
部
が
ゆ
る
や
か
に
円
ま
っ
た
形
状
）

　

こ
の
形
状
に
関
し
て
は
、
上
記
『
儀
礼
』
聘
礼
・
記
の
鄭
玄
注
に
、

圭
、
所
執
以
爲
瑞
節
也
。
剡
上
、
象
天
圜
地
方
也
。

（�

圭
は
、
執
り
て
以
て
瑞
節
と
為
す
所
な
り
。
上
を
剡け
ず

り
、
天
円
地
方
に

象か
た
どる

な
り
。）

と
あ
る
。
こ
こ
に
上
部
を
削
っ
て
「
天
円
」
に
か
た
ど
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

鄭
玄
は
『
儀
礼
』
聘
礼
に
い
う
圭
を
円
頭
型
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
の
ほ
か
、『
説
文
解
字
』
土
部
に
、

圭
、
瑞
玉
也
。
上
圜
下
方
。

（
圭
は
、
瑞
玉
な
り
。
上
は
円
に
し
て
下
は
方
。）

と
い
い
、
段
玉
裁
注
に
「
圭
之
制
、
上
不
正
圜
、
以
對
下
方
言
之
、
故
曰
上

圜
」（
圭
の
制
、
上
は
正
円
な
ら
ず
、
下
の
方
に
対
す
る
を
以
て
之
を
言
う
、

故
に
上
円
と
曰
う
）
と
あ
る
こ
と
、
同
書
・
門
部
に
、

閨
、
特
立
之
戸
、
上
圜
下
方
、
有
似
圭
。

（
閨
は
特
立
の
戸
な
り
。
上
圜
下
方
に
し
て
圭
に
似
た
る
有
り
。）

と
あ
る
の
は
み
な
そ
れ
で
あ
る
。
あ
と
の
「
閨
」
に
つ
い
て
は
、
戸
が
一
枚

だ
け
で
上
が
ア
ー
チ
形
の
扉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
段
玉
裁
注
が
上

部
は
「
正
円
な
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
上
の
丸
み
が
や
や
扁
平
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
か
と
思
わ
れ
る
。
林
巳
奈
夫
は
「
こ
れ
は
天
圓
地
方



一
〇

の
考
へ
に
合
わ
せ
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
…
…
上
端
の
圓
い
圭
を
い

つ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
圭
と
は
、
先
が
尖
る
尖
ら
な
い
に

か
か
は
ら
ず
、
長
軸
を
中
心
に
左
右
對
稱
な
形
の
板
狀
の
玉
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
」
と
い
っ
て
お
り
、
正
し
い
解
釈
と
思
わ
れ
る）

11
（

。〈
図
3
〉）
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は
殷
後
期
の

玉
圭
、〈
図
1
〉）

11
（

は
戦
国
時
代
の
圭
で
い
ず
れ
も
上
部
が
尖
ら
ず
、
円
ま
っ
た

形
状
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
圭
首
」
も
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
と
い
う
こ
と
に

な
る
。『
家
礼
』
の
原
義
は
こ
の
う
ち
の
円
頭
型
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
た
だ

し
、
後
世
の
人
々
が
『
家
礼
』
に
も
と
づ
い
て
墓
を
造
る
場
合
、「
圭
」
を
ど

う
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
違
っ
た
形
状
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
実
例

は
あ
と
で
見
る
と
し
て
、
ま
ず
は
こ
の
二
つ
の
形
状
を
念
頭
に
置
い
て
お
き

た
い
。

4
　
ま
と
め
―
『
家
礼
』
式
墓
碑
の
つ
く
り

　

以
上
、
墓
制
に
関
し
『
家
礼
』
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
て
き
た
。『
家

礼
』
は
身
分
や
官
位
、
あ
る
い
は
国
家
礼
制
の
規
定
に
と
ら
わ
れ
ず
、
い
わ

ば
誰
に
で
も
造
れ
る
墓
の
つ
く
り
を
提
示
し
て
い
た
。
ま
と
め
れ
ば
『
家
礼
』

式
墓
の
つ
く
り
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
、
墓
碑
の
碑
身
の
大
き
さ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

高
さ　

九
十
二
・
四
セ
ン
チ
（
四
尺
）

幅　
　

二
十
三
・
一
セ
ン
チ
以
上
（
一
尺
以
上
）

厚
さ　

十
五
・
四
セ
ン
チ
以
上
（
三
分
の
二
尺
以
上
）

　

た
だ
し
、『
家
礼
』
に
い
う
大
き
さ
は
一
種
の
目
安
で
あ
っ
て
、

「
…
…
以
上
」「
…
…
許
」
と
い
っ
た
言
い
方
が
示
す
よ
う
に
、
必
ず

し
も
厳
密
な
数
字
で
は
な
く
、
実
際
に
は
こ
れ
と
多
少
の
ズ
レ
が
生

じ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

ま
た
、
も
し
日
本
の
伝
統
的
な
曲
尺
で
計
算
す
れ
ば
、
一
尺
は
約

三
十
・
三
セ
ン
チ
だ
か
ら
周
尺
二
十
三
・
一
セ
ン
チ
よ
り
か
な
り
大
き

く
な
る
。
実
際
、
日
本
の
『
家
礼
』
式
墓
碑
に
は
そ
の
よ
う
な
大
き

さ
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。

二�

、
墓
碑
の
形
状
は
圭
首
で
あ
る
。
圭
首
は
左
右
対
称
で
上
部
を
尖
ら
せ

た
形
状
（
尖
頭
型
）
と
、
上
部
が
ゆ
る
や
か
に
円
い
形
状
（
円
頭
型

も
し
く
は
平
頭
型
）
の
二
種
類
が
あ
る
が
、『
家
礼
』
本
来
の
形
は
後

者
の
円
頭
型
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
後
述
参
照
）。
い
ま
円
頭
型
を
タ

イ
プ
Ａ
と
し
、
尖
頭
型
を
タ
イ
プ
Ｂ
と
し
て
お
く
。

三�

、
趺
（
台
石
）
の
高
さ
は
二
十
三
・
一
セ
ン
チ
程
度
（
尺
許
）。
形
状
は

方
趺
（
方
形
の
台
石
）
で
あ
る
。

四�

、
墓
碑
正
面
に
は
、
墓
主
（
故
人
）
に
官
位
が
あ
れ
ば
「
有
宋
某
官
某

公
之
墓
」
と
刻
み
、
官
位
が
な
け
れ
ば
字あ
ざ
なを

用
い
て
「
某
君
某
甫
之

墓
」
な
ど
と
刻
む
。「
官
」
と
は
寄
禄
官
の
こ
と
で
、
日
本
で
い
う
官

職
に
当
た
る
。「
甫
」
は
字あ
ざ
なの
末
字
に
多
用
さ
れ
る
文
字
で
、
北
宋
の

王
安
石
の
字
は
介
甫
、
南
宋
の
陳
亮
の
字
は
同
甫
と
い
っ
た
ご
と
く

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
俗
名
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
「
～
院
」
な
ど



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

一
一

の
戒
名
な
ど
は
刻
ま
な
い
。
ま
た
日
本
の
場
合
で
い
う
と
朝
代
が
存

在
し
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
示
す
「
有
宋
」
な
ど
の
文
字
も
省
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
字
が
な
け
れ
ば
刻
ま
な
く
て
も
よ
い
こ

と
に
な
ろ
う
。

五�

、
墓
主
の
「
世
系
・
名
字
・
行
実
」
な
ど
を
記
し
た
履
歴
を
、
墓
碑
の

向
か
っ
て
左
面
か
ら
背
面
、
そ
し
て
右
面
へ
と
ぐ
る
り
と
刻
む
。
こ

れ
を
墓
誌
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
日
本
で
は
「
誌
銘
」「
墓
誌
銘
」
の

名
で
墓
碑
に
刻
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
が
（
林
鵞
峰
や
鵜
飼
石
斎
の
墓

碑
な
ど
）、
正
し
く
は
誌
石
に
刻
ま
れ
た
も
の
が
墓
誌
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
は
履
歴
も
し
く
は
墓
碑
文
と
呼
ん
で
お
く
。

六�

、
女
性
の
墓
碑
も
ほ
ぼ
同
様
の
作
り
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
墓
碑
正
面

に
刻
む
名
こ
そ
、
夫
の
官
位
の
有
無
等
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
が
、

『
家
礼
』
は
男
性
と
女
性
の
墓
碑
の
つ
く
り
に
さ
ほ
ど
区
別
を
設
け
て

い
な
い
。
あ
と
に
い
う
誌
石
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
女
性
も
こ
れ
を

作
れ
る
と
す
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
『
家
礼
』
の
述
べ
る
墓
に
は
次
の
特
徴
も
あ
る
。

七�

、
土
葬
す
る
。
墳
土
（
盛
り
土
、
い
わ
ゆ
る
土
饅
頭
）
の
高
さ
は
碑
身

と
同
じ
く
九
十
二
・
四
セ
ン
チ
（
四
尺
）
程
度
に
な
る
。
形
状
に
つ
い

て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、『
礼
記
』
に
い
う
馬
鬣
封
な

ど
特
別
な
形
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
円
墳
が
想
定
さ
れ
て
い
た
ら
し

い
。

八�

、
誌
石
を
墓
の
前
に
埋
め
る
。
地
中
に
煉
瓦
を
一
重
に
敷
い
て
そ
の
上

に
誌
石
を
置
き
、
さ
ら
に
四
周
を
煉
瓦
で
ぐ
る
り
と
囲
ん
で
土
で
覆

う
。
深
さ
は
壙

は
か
あ
なの
う
え
二
、
三
尺
あ
た
り
が
よ
い
と
い
う）

11
（

。

　

土
葬
に
関
し
て
は
、『
家
礼
』
巻
四
・
喪
礼
・「
靈
座　

魂
帛　

銘
旌
」
条

に
「
不
作
仏
事
」（
仏
事
を
作
さ
ず
）
と
あ
る
よ
う
に
、『
家
礼
』
は
仏
教
に

よ
る
火
葬
を
親
の
肌
体
を
毀
損
す
る
行
為
と
し
て
厳
し
く
禁
じ
て
い
た）

11
（

。
そ

し
て
一
般
に
墳
土
が
あ
れ
ば
土
葬
と
判
断
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本

で
は
墓
域
が
狭
隘
な
た
め
に
縮
小
、
改
葬
さ
れ
た
り
、
風
化
に
よ
っ
て
消
滅

し
た
り
、
あ
る
い
は
坐
棺
な
ど
に
よ
り
墓
碑
の
す
ぐ
下
に
埋
葬
し
た
り
す
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
墳
土
を
は
っ
き
り
残
す
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
墓
が
土
葬
で
あ
る
か
ど
う
か
は
外
観
か
ら
は
判
別
し
が
た
い
こ

と
が
多
い
。

　

つ
い
で
に
墓
の
場
所
に
つ
い
て
い
え
ば
、『
家
礼
』
で
は
「
山
水
の
形
勢
」

を
選
び
、「
土
色
の
光
潤
、
草
木
の
茂
盛
」
な
る
場
所
に
営
む
と
す
る
（
巻

四
・
喪
礼
・
治
葬
）。
中
国
や
朝
鮮
で
は
お
お
む
ね
、
そ
の
よ
う
な
山
林
の
形

勝
の
地
に
造
ら
れ
る
（
こ
れ
に
は
民
間
の
習
俗
で
あ
る
「
風
水
」
も
関
係
す

る
が
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
）。
一
方
、
日
本
で
は
寺
檀
制
度
の
制
約
な
ど
に

よ
り
、
住
ま
い
か
ら
ほ
ど
近
い
寺
院
内
に
造
ら
れ
る
場
合
が
大
半
で
あ
る
が
、

野
中
兼
山
が
造
っ
た
母
・
秋
田
萬
の
墓
の
よ
う
に
、
人
里
離
れ
た
山
中
に
営

ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

墓
誌
に
関
し
て
い
え
ば
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
刻
ん
だ
誌
石
は
墓

前
の
地
中
に
埋
め
ら
れ
る
か
ら
、
普
通
、
墓
を
掘
ら
な
い
限
り
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
わ
け
だ
が
、
も
し
何
ら
か
の
理
由
で
外
に
出
た
場
合
は
重
要
な
指



一
二

標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
林
氏
墓
地
に
い
く
つ
か
残
る
誌
石
な
ど
は
そ
う
し
た

例
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
誌
石
の
重
要
な
目
的
は
、
何
か
の
理
由
で
墓
が
崩

れ
た
り
し
た
場
合
、
そ
こ
に
墓
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
土
を
埋
め
戻
し
て

も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
の
場
合
は
儒
式
墓
で
あ
っ
て
も
寺
院
内

に
造
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
墓
は
寺
が
管
理
し
て
く
れ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う

な
心
配
は
さ
ほ
ど
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
墓
誌
を
作
っ
て
誌
石
を
埋
め
る

必
要
性
は
実
は
あ
ま
り
な
い
と
も
い
え
る
。
墓
碑
に
刻
ん
だ
履
歴
を
墓
誌
代

わ
り
に
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
こ
こ
で
は
墓
誌
と
総
称
し
て
い
る
が
、「
墓
誌
銘
」
と
い
う
場
合
、

散
文
の
「
誌
」
と
韻
文
の
「
銘
」
の
両
方
が
備
わ
っ
て
い
る
の
を
そ
の
よ
う

に
呼
ぶ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
よ
り
正
確
に
は
、
散
文
だ
け
で
あ
れ
ば

「
墓
誌
」
と
い
い
、
韻
文
だ
け
で
あ
れ
ば
「
墓
銘
」
と
呼
ぶ
。

　

こ
の
ほ
か
、『
家
礼
』
式
の
墓
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
文
献
資
料
に
よ
る
裏

づ
け
も
で
き
る
だ
け
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
墓
主
や
関
係
者
が
『
家
礼
』
に

よ
っ
て
造
墓
し
た
と
記
し
て
い
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
同
書
を
引
用
、
参
照

し
て
い
た
り
、
関
連
著
述
を
残
し
て
い
た
り
し
た
場
合
、
そ
の
墓
は
『
家
礼
』

に
も
と
づ
い
て
造
ら
れ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
右
に
挙
げ
た
諸
事
項
は
『
家
礼
』
式
墓
の
も
つ
特
色
を
、
い

わ
ば
額
面
ど
お
り
に
列
挙
し
た
一
種
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
こ
れ

と
は
何
が
し
か
の
差
異
が
生
じ
る
こ
と
は
当
然
あ
り
う
る
し
、
こ
れ
ら
の
う

ち
の
数
項
を
満
た
す
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
定
の
基
準

に
は
な
る
は
ず
で
あ
り
、
我
々
は
当
の
墓
が
『
家
礼
』
式
墓
で
あ
る
か
ど
う
か

判
断
す
る
場
合
、
右
の
特
色
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
る
と
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
い
で
に
墓
碑
と
墓
表
お
よ
び
神
道
碑
の
違
い
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き

た
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
墓
側
に
立
て
ら
れ
て
墓
主
の
標
識
と
な
る
も
の

だ
が
、
墓
碑
が
官
品
に
よ
っ
て
形
状
や
大
き
さ
の
制
限
を
受
け
る
の
に
対
し

て
、「
墓
表
」
は
官
位
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

る）
11
（

。
宋
代
の
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
れ
ば
、
司
馬
光
に
よ
る
「
司
馬
諮
墓
表
」

が
そ
う
で
、
司
馬
諮
の
官
位
は
尚
書
比
部
郎
中
だ
か
ら
従
六
品
に
す
ぎ
な
い

が
、
螭
首
亀
趺
で
篆
額
を
も
ち
、
碑
は
首
部
分
が
七
十
四
セ
ン
チ
、
身
部
分

が
百
六
十
七
セ
ン
チ
と
い
う
堂
々
た
る
大
碑
で
あ
る）

11
（

。
司
馬
諮
は
司
馬
光
の

再
従
兄
（
ま
た
い
と
こ
）
に
あ
た
り
、
高
位
高
官
に
の
ぼ
っ
た
司
馬
光
が
み

ず
か
ら
の
一
族
を
表
彰
せ
ん
が
た
め
に
か
く
も
雄
壮
な
墓
表
を
造
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
碑
が
墓
前
で
は
な
く
、
墓
に
通
じ
る
道
す
な
わ
ち
神
道
（
墓
道
）
の

側
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
は
「
神
道
碑
」
と
い
う
。
こ

れ
は
礼
制
に
お
け
る
「
碑
」
に
相
当
す
る
も
の
で
、
上
述
の
と
お
り
宋
代
で

は
五
品
以
上
の
高
級
官
僚
だ
け
が
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
神
道
を
も

つ
わ
け
だ
か
ら
、
当
然
規
模
の
大
き
な
墓
と
い
う
こ
と
に
な
る）

11
（

。
た
と
え
ば
、

朱
熹
に
よ
る
「
劉
子
羽
神
道
碑
」
や
「
黄
中
美
神
道
碑
」
が
そ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
立
派
な
石
碑
で
あ
っ
て
、
劉
子
羽
の
神
道
碑
は
高
さ
三
・
七
メ
ー
ト

ル
、
幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
黄
中
美
の
神
道
碑
は
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・

三
メ
ー
ト
ル
と
い
う
大
き
さ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
福
建
省
武
夷
山
お
よ
び
邵
武
県

に
現
存
す
る）

31
（

。
劉
子
羽
は
少
傅
で
正
一
品
、
黄
中
美
光
禄
大
夫
は
正
三
品
に



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

一
三

あ
た
る
か
ら
、
か
く
立
派
な
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
家
礼
』
に
い
う
墓
碑
と
、
い
わ
ゆ
る
墓
表
お
よ
び
神
道
碑

と
は
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

説
明
が
長
く
な
っ
た
が
、『
家
礼
』
式
墓
が
ど
の
よ
う
な
つ
く
り
で
、
ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
は
ほ
ぼ
以
上
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
家
礼
』
式
墓
碑

を
、
下
部
の
趺
（
台
石
）
を
含
め
て
復
元
す
れ
ば
〈
図
1
〉
の
よ
う
に
な
る
。

二　

圭
首
の
墓
碑
―
中
国
・
朝
鮮

1
　
中
国
（
宋
元
）

　

こ
こ
で
中
国
と
朝
鮮
に
お
け
る
「
圭
首
」
の
墓
碑
の
実
例
を
見
て
み
た
い
。

日
本
の
場
合
と
ど
こ
が
共
通
し
、
ま
た
違
う
の
か
、
そ
の
異
同
を
知
る
の
に

も
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
近
世
に
お
け
る
中
国
お
よ
び

朝
鮮
に
お
け
る
墓
碑
の
「
圭
首
」、
し
が
た
っ
て
ま
た
『
家
礼
』
に
い
う
「
圭

首
」
は
尖
頭
型
で
は
な
く
円
頭
型
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
い
ま
中
国
宋
元
代
当
時
の
墓
碑
は
あ
ま
り
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

近
年
、
墓
が
発
掘
さ
れ
て
墓
室
内
の
つ
く
り
や
副
葬
品
が
報
告
さ
れ
る
例
は

あ
る
も
の
の）

3（
（

、
地
上
部
分
に
つ
い
て
は
変
遷
が
激
し
く
、
戦
乱
や
文
革
の
破

壊
に
よ
っ
て
墓
碑
類
が
消
失
し
た
り
、
逆
に
顕
彰
の
た
め
に
増
修
が
加
え
ら

れ
た
し
て
、
墓
碑
が
建
立
当
時
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
例
は
稀
で
あ
る
。
近
世

の
墓
碑
は
著
名
人
で
あ
る
ほ
ど
、
清
朝
以
降
に
立
派
な
も
の
に
造
り
か
え
ら

れ
て
い
る
場
合
も
多
い
の
で
注
意
を
要
す
る）

31
（

。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
ま
ず
興
味
深
い
の
は
南
宋
・
洪
适
（
一
一
一
七

－

一
一

図 5　『家礼』式墓碑復原図
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一
四

八
四
）
の
『
隷
続
』
で
あ
る
。
そ
の
巻
五
「
碑
図
」
上
に
「
圭
首
」
と
明
記

す
る
漢
代
の
墓
碑
拓
本
を
多
数
挙
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
前
漢
末
・
淳
于
長
の
墓
碑
は
〈
図
1
〉
に
見
る
よ
う
に
首
部
に

「
漢
北
海
淳
于
長
夏
君
碑
」
と
篆
額
す
る
円
頭
型
の
碑
で
、
有
名
な
漢
碑
の
一

つ
だ
が
、
洪
适
は
こ
れ
に
つ
き
、

右
淳
于
長
碑
、
圭
首
之
上
有
暈
二
重
。

（
右
淳
于
長
碑
、
圭
首
の
上
に
暈
二
重
有
り
。）

と
、「
圭
首
」
の
名
で
呼
ん
で
い
る
。
暈
と
は
縁
の
円
弧
に
沿
っ
て
内
側
に
入

れ
ら
れ
た
凹
線
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
漢
故
大
尉
陳
公
之
碑
」
の
篆
額
を

も
つ
後
漢
・
陳
球
の
墓
碑
に
つ
い
て
も
、

右
陳
球
碑
、
篆
額
二
行
、
黒
字
、
圭
首
甚
大
。

（
右
陳
球
碑
、
篆
額
二
行
、
黒
字
、
圭
首
に
し
て
甚
だ
大
な
り
。）

と
、
こ
れ
ま
た
円
頭
型
の
碑
を
「
圭
首
」
と
し
て
い
る
（
図
1
）。
こ
の
ほ
か

同
書
巻
五
に
載
せ
る
樊
敏
碑
、
趙
圉
令
碑
、
婁
先
生
碑
、
義
井
碑
、
唐
公
房

碑
、
郭
輔
碑
な
ど
、
い
ず
れ
も
円
頭
型
の
形
状
で
あ
る
が
、
す
べ
て
「
圭
首
」

の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
同
書
は
上
部
が
尖
っ
た
尖
頭
型
の
墓
碑
も
載
せ
て
い
る
。

た
と
え
ば
〈
図
1
〉
は
後
漢
の
柳
敏
の
墓
碑
で
、
一
見
こ
れ
こ
そ
が
圭
首
の

形
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
意
外
に
も
圭
首
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。

ち
な
み
に
柳
敏
墓
碑
は
現
在
、
四
川
省
に
現
存
し
て
お
り
、〈
図
1
〉）

33
（

が
そ
の

写
真
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
六
玉
碑
や
是
邦
雄
桀
碑
な
ど
、
み
な
尖
頭
型
で

あ
る
が
、
圭
首
と
呼
ば
れ
て
い
る
例
は
一
つ
も
な
い
。
漢
代
に
は
こ
の
よ
う

な
尖
頭
型
の
墓
碑
も
多
数
造
ら
れ
た
よ
う
だ
が）

31
（

、
い
ず
れ
に
し
て
も
い
ま
重

要
な
の
は
漢
碑
の
形
で
は
な
く
、
朱
熹
と
同
時
代
の
洪
适
が
、
尖
頭
型
で
は

な
く
円
頭
型
の
方
を
圭
首
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
ば
か
り
か
、
洪
适
の
も
う
一
つ
の
漢
碑
研
究
の
書
『
隸
釈
』
巻
八
と

巻
十
に
は
、
い
ま
取
り
上
げ
た
「
淳
于
長
夏
承
碑
」
や
「
柳
敏
碑
」、「
太
尉

陳
球
碑
」
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、
朱
熹
は
こ
の
『
隷
釈
』
を
読
ん
で
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る）

31
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
朱
熹
が
こ
れ
と
セ
ッ
ト
を
な
す
『
隷

続
』
も
知
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
洪
适
は
南
宋
初
期
、

尚
書
左
僕
射
同
中
書
門
下
平
章
事
す
な
わ
ち
宰
相
を
務
め
た
人
物
で
も
あ
り
、

そ
の
『
隷
釈
』
と
そ
の
続
編
『
隷
続
』
は
当
代
随
一
の
古
代
碑
刻
研
究
と
し

て
影
響
が
大
き
く
、
当
時
の
一
般
認
識
を
代
表
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
『
隷
続
』
の
漢
碑
に
関
す
る
記
述
は
、
宋
代
に
お
い
て
圭
首
と
い
っ

た
場
合
、
一
般
に
円
頭
型
を
指
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
宋
元
時
代
の
貴
重
な
実
例
を
挙
げ
る
と
、
山
東
省
曲
阜
の
孔

林
に
孔
宗
愿
墓
碑
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
孔
林
は
孔
子
以
下
、
孔
家
歴

代
の
子
孫
を
埋
葬
し
た
孔
家
の
広
大
な
塋
域
で
あ
る
。

　

孔
宗
愿
は
孔
子
四
十
六
代
の
子
孫
で
、
北
宋
の
至
和
二
年
（
一
〇
五
五
）

第
一
代
の
衍
聖
公
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る）

31
（

。〈
図
（1
〉）

31
（

は
『
曲
阜
孔
廟
建
築
』

に
載
せ
る
そ
の
墓
碑
で
、
正
面
に
「
比
部
員
外
郎
襲
封
衍
聖
公
之
墓
」
と
篆

刻
さ
れ
て
い
る）

31
（

。
比
部
員
外
郎
の
品
階
は
正
七
品
（『
宋
史
』
職
官
志
八
）
な

の
で
、
ち
ょ
う
ど
先
に
も
見
た
喪
葬
令
に
い
う
「
七
品
以
上
は
碣
を
立
つ
。

趺
上
の
高
さ
四
尺
に
し
て
、
圭
首
方
趺
」
に
相
当
す
る）

31
（

。
図
に
見
る
よ
う
に



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

一
五

墓
碑
は
円
頭
型
で
あ
っ
て
、
当
時
の
「
圭
首
」
の
形
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
『
家
礼
』
に
い
う
墓
碑
が
宋
代
に
お

け
る
七
品
以
上
の
官
人
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
の
つ
く
り
で
あ
る
こ
と
は
上
述

し
た
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
孔
宗
愿
墓
碑
は
『
家
礼
』
の
述
べ
る
墓
碑

を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
ほ
か
、
金
の
孔
元
措
墓
碑
も
同
様
で
あ
る
（
図
（（
）。
孔
元
措
（
一
一

八
二

－

一
二
五
一
）
は
孔
子
五
十
一
代
の
子
孫
で）

11
（

、
孔
宗
愿
の
墓
碑
と
ほ
ぼ

同
じ
形
だ
と
い
う
。
写
真
を
見
る
と
、
孔
宗
愿
の
墓
碑
よ
り
も
高
さ
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
上
部
が
円
頭
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
に
共
通
す

る
。
ま
た
『
曲
阜
孔
廟
建
築
』
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
孔
子
墓
西
側
に
あ
る
金
・

大
定
年
間
の
孔
瓌
の
墓
碑
も
同
じ
形
式
で
あ
っ
て
、
金
・
元
二
代
は
宋
代
の

墓
碑
形
式
を
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う）

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
宋
元
時
代
に
お
い
て
圭
首
と
い
え
ば
尖
頭
型
で
は
な
く
円
頭

型
で
あ
り
、
そ
れ
が
当
時
、
一
般
士
人
の
墓
碑
の
普
通
の
形
式
だ
っ
た
ら
し

い
。
い
ま
朱
熹
の
文
集
を
見
る
と
、『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
十
「
朝
奉
劉
公
墓

表
」
に
、

其
銘
曰
、
…
…
方
趺
圭
首
千
千
秋
、
過
者
視
此
式
其
丘
。

（�

其
の
銘
に
曰
く
、
…
…
方
趺
圭
首
千
千
秋
、
過
ぎ
る
者
此
を
視
て
其
の

丘
に
式
せ
よ
。）

と
あ
り
、
巻
九
十
三
「
転
運
判
官
黄
公
墓
碣
銘
」
に
、

其
詩
曰
、
…
…
故
山
北
東
、
有
坎
其
墟
、
我
最
其
蹟
、
圭
首
方
趺
。

（�

其
の
詩
に
曰
く
、
…
…
故
山
の
北
東
、
坎
た
る
其
の
墟
有
り
、
我
れ
其

の
蹟
を
最と

る
、
圭
首
方
趺
。）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
圭
首
方
趺
の
墓
碑
が
ご
く
普
通
に
立
て
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
形
状
に
つ
い
て
朱
熹
が
い
ち
い
ち
説
明
し
て
い

な
い
の
は
、
圭
首
と
い
え
ば
す
ぐ
に
円
頭
型
だ
と
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
朱
熹
自
身
の
墓
碑
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
福

建
省
建
陽
県
に
現
存
す
る
そ
の
墓
は
朱
熹
と
夫
人
劉
氏
と
の
合
葬
墓
で
墓
碑

正
面
に
「
宋
先
賢　

朱
子
（
左
側
）
夫
人
劉
氏　

墓
」
と
朱
字
で
刻
ん
で
あ

る
（
図
（1
））

11
（

。
形
状
は
写
真
に
見
る
と
お
り
円
頭
型
で
簡
素
な
つ
く
り
で
あ

る
。
夫
婦
合
葬
墓
と
い
う
の
は
『
家
礼
』
に
は
な
い
方
式
で
あ
り
、
朱
熹
の

強
い
意
向
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
墓
碑
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
朱
熹
は
死
去
当
時
の
官
（
寄
禄
官
）
は
朝
奉
大
夫

で
あ
っ
て
、
そ
の
官
階
は
従
六
品
だ
か
ら
（『
宋
史
』
職
官
志
九
）、
上
述
し

た
と
お
り
喪
葬
令
に
従
え
ば
「
圭
首
方
趺
」
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
家
礼
』

ど
お
り
に
作
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
く
「
圭
首
方
趺
」
に
な
る
こ
と
は
す
で

述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
墓
碑
は
朱
熹
当
時
の
も
の
で
は
な
く
、
清
の

康
煕
五
十
六
年
（
一
七
一
七
）
に
新
た
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で）

13
（

、
当
時
の
礼

制
か
ら
す
る
と
「
円
首
方
趺
」
に
な
る
の
だ
が
、
が
ん
ら
い
の
形
状
を
伝
え

る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
新
た
に
墓
碑
を
立
て
る
際
、『
家
礼
』
に
い

う
「
圭
首
」
を
考
慮
し
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　

た
だ
し
、
正
面
に
刻
ま
れ
る
「
朱
子
」
と
い
う
尊
称
は
も
ち
ろ
ん
朱
熹
の

存
在
が
知
れ
わ
た
っ
た
後
世
の
言
い
方
で
あ
っ
て
、『
家
礼
』
の
方
式
に
従
え

ば
「
有
宋
朝
奉
大
夫
朱
公
之
墓
」
と
で
も
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。



一
六

　

以
上
、
限
ら
れ
た
資
料
で
は
あ
っ
た
が
、
宋
元
時
代
に
お
い
て
圭
首
と
は

尖
頭
型
で
は
な
く
円
頭
型
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
実

際
こ
の
時
代
、
上
部
の
尖
っ
た
尖
頭
型
の
墓
と
い
う
も
の
を
見
出
す
の
は
困

難
で
あ
る
。
南
宋
以
降
、『
家
礼
』
式
の
墓
が
ど
の
程
度
造
ら
れ
た
の
か
は
今

後
の
調
査
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
近
世
中
国
に
お
い
て
尖
頭
型
の

墓
碑
と
い
う
も
の
の
存
在
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら

見
て
も
『
家
礼
』
に
い
う
墓
碑
が
も
と
も
と
タ
イ
プ
Ａ
の
円
首
型
で
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
墓
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

確
か
め
ら
れ
よ
う
。

2
　
朝
鮮

　
『
家
礼
』
を
中
国
以
上
に
重
視
し
、
こ
れ
を
忠
実
に
実
践
し
て
き
た
朝
鮮
で

は
『
家
礼
』
式
墓
の
実
例
を
数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
朝
鮮

王
朝
一
代
の
儀
礼
法
典
と
な
っ
た
『
国
朝
五
礼
儀
』
を
見
る
と
、
士
大
夫
・

庶
人
の
墓
碑
の
記
述
は
『
家
礼
』
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
お
り）

11
（

、
こ
の
時
代

の
士
人
は
み
な
『
家
礼
』
に
の
っ
と
っ
て
墓
を
営
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
形
状
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
朝
鮮
王
朝
時
代
に
数
多
く
書
か
れ
た
『
家
礼
』
の
注
釈
書）

11
（

に
墓
碑

の
形
状
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
例
は
多
い
が
、
た
と
え
ば
、
礼
学
の

大
家
だ
っ
た
金
長
生
（
一
五
四
八

－

一
六
三
一
）
の
労
作
『
家
礼
輯
覧
』
に

載
せ
る
図
は
〈
図
（3
〉
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
墓
碑
上
部
に
「
圭
首
」
と
明
記
さ
れ
、

形
状
は
上
部
が
な
だ
ら
か
に
円
ま
っ
た
円
首
型
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
墓
碑

の
高
さ
が
「
四
尺
」、
趺
は
方
趺
で
高
さ
が
「
尺
許
」
で
あ
る
こ
と
、
墓
碑
正

面
に
「
某
官
某
公
之
墓
」
と
刻
む
こ
と
、「
世
系
・
名
字
」
を
墓
碑
の
向
か
っ

て
左
面
か
ら
後
面
、
そ
し
て
右
面
へ
と
ぐ
る
り
と
刻
む
こ
と
な
ど
、『
家
礼
』

の
方
式
を
よ
く
守
っ
て
い
る
。
た
だ
一
つ
、
周
囲
に
石
羊
、
石
虎
、
石
人
、

石
望
柱
な
ど
が
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宋
の
喪
葬
令
に
い
う
「
其
石
獣
、
三

品
以
上
六
、
五
品
以
上
四
」
や
『
明
集
礼
』
巻
三
十
七
上
・
凶
礼
二
「
品
官

喪
儀
」、「
墓
壙
」
の
記
述
な
ど
に
よ
り
高
官
の
場
合
の
つ
く
り
を
記
し
た
も

の
で
、
こ
れ
だ
け
が
『
家
礼
』
に
は
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
墓
碑
の
つ
く
り
は
朝
鮮
に
お
い
て
ほ
ぼ
定
式
化
し
て
い
た
よ

う
で
、
金
長
生
の
著
作
に
続
く
朝
鮮
『
家
礼
』
研
究
の
代
表
作
、
尹
宣
挙
（
一

六
一
〇

－

一
六
六
九
）『
家
礼
源
流
』
に
載
せ
る
図
（
図
（1
）
も
同
様
の
墓
図

を
載
せ
て
い
る
。
墓
碑
上
部
に
「
圭
首
」
と
記
さ
れ
、
円
首
型
で
描
か
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
も
う
一
つ
、
李
宜
朝
（
一
七
二
七

－

一
八
〇

五
）『
家
礼
増
解
』
は
そ
れ
ま
で
の
『
家
礼
』
研
究
を
集
成
し
た
朝
鮮
王
朝
後

期
を
代
表
す
る
儀
礼
書
と
し
て
定
評
が
あ
る
が
、
そ
の
墓
碑
図
は
こ
れ
ま
た

ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
て
（
図
（1
）、
相
互
に
継
承
性
が
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ

か
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
時
代
、
朝
鮮
で
は
圭
首
と
い
え
ば
円
頭
の
形
を
意
味
し
て

い
た
ら
し
く
、
李
圭
景
（
一
七
八
八

－

不
詳
）
の
『
五
洲
衍
文
長
箋
散
稿
』
は

柩
の
作
り
に
関
し
て
「
四
板
之
頭
、
并
上
出
數
寸
而
圓
剡
之
如
圭
首
」
と
い



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

一
七

っ
て
い
る
。
少
し
わ
か
り
に
く
い
が
、
こ
れ
は
柩
本
体
を
取
り
囲
む
上
下
左

右
の
板
を
数
寸
出
っ
張
ら
せ
、
先
端
を
削
る
こ
と
を
い
う
ら
し
く
、
そ
れ
を

「
円
く
之
を
剡け
ず

る
こ
と
圭
首
の
如
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

さ
て
『
家
礼
』
の
注
釈
・
研
究
書
は
こ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
実
際
に
造

ら
れ
た
朝
鮮
士
人
の
墓
に
も
こ
う
し
た
円
首
型
の
墓
碑
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
金
長
生
の
師
で
朝
鮮
を
代
表
す
る
朱
子
学
者
李
珥
（
一
五
三

六

－

一
五
八
四
）
の
墓
碑
は
〈
図
（1
〉
に
示
し
た
よ
う
に
上
部
が
な
だ
ら
か

に
円
く
、
タ
イ
プ
Ａ
の
圭
首
型
を
示
し
て
い
る）

11
（

。
幅
が
広
い
の
は
右
に
見
た

朝
鮮
の
『
家
礼
』
関
係
図
の
場
合
と
同
じ
で
、
も
と
も
と
『
家
礼
』
で
は
一

尺
（
二
十
三
・
一
セ
ン
チ
）
以
上

0

0

と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
沿
っ
た
所
作
な

の
で
あ
ろ
う
。
墓
碑
表
面
に
は
「
文
成
公
栗
谷
先
生
之
墓
」
と
刻
ま
れ
、
す

ぐ
左
側
に
「
貞
敬
夫
人
谷
山
盧
氏
墓
在
後
」
と
刻
ま
れ
る
。
後
部
に
墳
土
が

あ
り
、
墓
碑
と
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
な
の
も
『
家
礼
』
に
忠
実
な
つ
く
り
を
保
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
〈
図
（1
〉
は
金
長
生
の
父
金
継
輝
の
墓
で
あ
り
、
こ
れ
も
李
珥
の
場
合
と
同

じ
円
頭
型
で
あ
る
。
ま
た
〈
図
（1
〉
は
鄭
斉
斗
（
一
六
四
九

－

一
七
三
六
）

の
墓
碑
で
、
そ
の
忌
日
（
命
日
）
に
挙
行
さ
れ
た
墓
祭
で
筆
者
が
撮
影
し
た

写
真
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
も
以
上
の
学
者
と
同
様
、
幅
の
や
や
広
い
円
頭
型
の
墓

碑
で
あ
り
、
表
面
に
は
「
朝
鮮
議
政
府
右
賛
成
兼
／
世
子
貳
師
成
均
館
祭
酒

謚
／
文
康
公
鄭
先
生
齊
斗
之
墓
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
鄭
斉
斗
は
陽
明
学
者

で
あ
る
が
、
そ
の
礼
学
が
『
家
礼
』
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
か
つ
て

論
じ
た
こ
と
が
あ
り）

11
（

、
墓
制
も
ま
た
『
家
礼
』
方
式
に
よ
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
李
珥
お
よ
び
金
継
輝
の
墓
は
墓
碑
に
本
人
と
妻
の
名
が
並

ん
で
刻
ま
れ
、
妻
の
墓
が
本
人
の
墓
の
後
ろ
に
あ
っ
て
合
葬
墓
の
一
変
形
を

示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
た
ぶ
ん
朱
熹
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
金
長
生
の
門
人

で
朱
熹
崇
拝
者
で
あ
っ
た
宋
時
烈
（
一
六
〇
七

－

一
六
八
九
）
が
、
合
葬
は

朱
熹
の
葬
法
と
し
て
容
認
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で）

1（
（

、
朱
熹
の
墓
碑
が

朱
熹
本
人
と
妻
の
名
を
並
ん
で
刻
ん
で
い
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で

あ
る
。

　

つ
い
で
に
い
え
ば
、
朝
鮮
の
場
合
で
は
中
国
と
同
じ
く
、
墓
主
が
高
官
に

の
ぼ
っ
た
場
合
は
『
家
礼
』
式
の
小
型
で
簡
素
な
圭
首
式
で
は
な
く
、
螭
首

亀
趺
な
ど
の
立
派
な
墓
碑
が
立
て
ら
れ
る
。
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
れ
ば
金
誠

一
（
一
五
三
八

－

一
五
九
三
）
の
墓
碑
が
そ
う
で
あ
り
、〈
図
（1
〉
に
見
る
よ

う
に
上
部
が
圭
首
で
は
な
く
螭
首
の
形
状
に
な
っ
て
い
る
。
李
滉
門
人
の
金

誠
一
は
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
時
期
、
官
僚
と
し
て
も
活
躍
し
た
名
臣
で
、
死
後
、

弘
文
館
大
提
学
お
よ
び
芸
文
館
大
提
学
を
追
贈
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
ら
は
正

二
品
に
相
当
す
る
か
ら
（『
経
国
大
典
』
巻
一
）、
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い

形
式
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
朝
鮮
王
朝
時
代
に
は
『
家
礼
』
に
も
と
づ
く
墓
が

多
く
営
ま
れ
、
ま
た
書
物
に
記
載
さ
れ
た
。
そ
の
形
状
が
タ
イ
プ
Ａ
の
円
頭

型
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
『
家
礼
』
の
も
と
の
形
状
を
示
し
て
い
る
と
見
て

よ
い
。
朝
鮮
の
学
者
が
度
重
な
る
燕
行
使
や
清
国
勅
使
の
来
訪
な
ど
を
通
し

て
中
国
の
墓
に
つ
い
て
見
聞
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、



一
八

彼
ら
の
墓
が
多
く
『
家
礼
』
の
旧
を
伝
え
て
い
る
の
も
当
然
と
い
え
ば
当
然

で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
タ
イ
プ
Ｂ
に
属
す
る
尖
頭
型
の
墓

碑
が
朝
鮮
に
は
見
出
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

朝
鮮
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
墓
と
い
う
も
の
は
寡
聞
に
し
て
調
査
・
研
究
さ

れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
限
ら
れ
た
知
見
に
よ

る
判
断
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
中
国
・
朝
鮮
と
は
違
っ
て
、
尖
頭
型
の
墓
碑
が
多
数

造
ら
れ
た
。
こ
れ
は
日
本
独
自
の
特
色
と
し
て
注
意
を
要
す
る
。
次
に
、
日

本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討

し
て
み
た
い
。

三　

日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
―
林
羅
山
ら
林
家

　
『
家
礼
』
が
日
本
で
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
儒
者

を
中
心
に
『
家
礼
』
に
も
と
づ
く
墓
が
し
ば
し
ば
作
ら
れ
た
。
以
下
、
筆
者

が
調
査
し
た
範
囲
で
、
お
お
む
ね
時
代
順
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　

紹
介
に
あ
た
っ
て
は
上
述
し
た
『
家
礼
』
式
墓
碑
の
特
色
を
ふ
ま
え
、
㈠

円
頭
型
（
タ
イ
プ
Ａ
）
か
尖
頭
型
（
タ
イ
プ
Ｂ
）
か
を
ま
ず
示
し
、
つ
い
で

㈡
墓
碑
正
面
に
刻
ま
れ
た
文
字
を
か
ぎ
括
弧
つ
き
で
掲
げ
る
。
さ
ら
に
可
能

な
限
り
㈢
碑
身
の
寸
法
（
セ
ン
チ
）
を
高
さ
×
幅
×
厚
さ
で
示
す
。
高
さ
は

碑
身
の
底
部
か
ら
圭
首
の
て
っ
ぺ
ん
ま
で
の
高
さ
で
あ
る
。
㈣
趺
の
形
と
高

さ
も
示
す
。
趺
は
二
段
も
し
く
は
三
段
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
上
部
（
第
一
段
）
の
み
の
高
さ
を
記
す
。
ま
た
㈤
墓
碑
の
周
囲
に
履

歴
な
ど
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
に
つ
い
て
記
し
、
さ
ら
に
㈥
墳
土

の
有
無
、
お
よ
び
㈦
所
在
地
を
示
す
。
そ
し
て
㈧
説
明
を
付
す
が
、
紙
幅
の

関
係
上
、
墓
主
の
伝
記
紹
介
や
細
部
の
考
証
は
省
き
、
必
要
最
小
限
の
指
摘

に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
㈨
墓
碑
の
写
真
は
で
き
る
だ
け
載
せ
る
よ

う
に
す
る
。

1
　
林
羅
山
ら
―
林
家
そ
の
一

　

林
左
門
（
一
六
一
三

－

一
六
二
九
）　
〈
図
11
〉）

13
（

円
頭
型
（
タ
イ
プ
Ａ
）

「
於
乎
林
左
門
之
墓
」

碑
身　

百
十
四
×
三
十
七
×
三
十
一

趺　
　

方
趺　

地
中
に
埋
も
れ
て
い
て
高
さ
は
不
明

背
面
に
「
寛
永
六
年
己
巳
夏
六
月　

日　

林
道
春
記
」
と
刻
む

墳
土　

な
し

所
在　

東
京
都
新
宿
区
市
谷
山
伏
町
・
林
氏
墓
地

　

墓
域
は
林
氏
墓
地
と
し
て
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
現
在
、
林
羅
山
以
下
、

林
家
八
十
一
基
の
墓
碑
が
林
立
し
て
い
る
。
元
禄
十
一
年
（
一
八
九
六
）、
第

三
世
鳳
岡
の
時
代
に
牛
込
の
こ
の
地
に
屋
敷
地
を
賜
り
、
そ
の
西
北
隅
に
新

た
に
墓
地
が
営
ま
れ
た
。
そ
こ
に
羅
山
や
鵞
峰
ら
初
期
の
墓
は
当
初
の
墓
地

で
あ
っ
た
上
野
忍
岡
か
ら
改
葬
さ
れ
、
そ
の
後
、
明
治
以
降
徐
々
に
縮
小
さ

れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る）

11
（

。



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

一
九

　

左
門
は
羅
山
の
長
男
で
諱
は
叔
勝
、
字
は
敬
吉
。
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）

六
月
に
十
七
歳
で
死
去
し
た
。
背
面
に
刻
ま
れ
た
「
林
道
春
」
は
い
う
ま
で

も
な
く
羅
山
で
あ
る
。

　

羅
山
は
そ
の
埋
葬
に
あ
た
っ
て
墓
誌
銘
を
作
っ
て
い
る
。「
林
左
門
墓
誌

銘
」（『
林
羅
山
文
集
』
巻
四
十
三
）
が
そ
れ
で
、
そ
こ
に
「
叔
勝
曰
、
吾
死

勿
用
浮
屠
礼
儀
。
…
…
命
工
削
石
築
方
墳
、
高
三
尺
、
径
五
尺
五
寸
、
環
亀

而
堆
。
立
碣
于
其
上
以
表
之
、
象
圜
首
方
趺
也
」
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば

「
浮
屠
」（
仏
教
）
の
儀
礼
を
嫌
っ
た
左
門
の
遺
志
に
よ
り
儒
葬
し
、「
石
を
削

り
て
方
墳
を
築
く
」
と
い
う
。
石
垣
を
巡
ら
せ
て
内
側
に
墳
土
を
突
き
固
め

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
墳
土
の
高
さ
は
三
尺
、
一
辺
が
五
尺
五
寸
、

さ
ら
に
そ
の
墳
墓
の
上
に
「
円
首
方
趺
」
の
碣
を
立
て
た
と
い
う
か
ら
、『
家

礼
』
が
墳
墓
の
前
に
墓
碑
を
立
て
る
の
と
は
違
っ
て
い
る
。「
円
首
方
趺
」
と

は
明
代
の
制
度
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
『
家
礼
』
の
ほ
か
明
令
な
ど
も
参

照
し
た
う
え
で
墓
碑
を
作
り
、
独
自
の
墓
型
を
考
案
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る）

11
（

。

碑
面
冒
頭
に
「
於あ

あ乎
」
と
刻
む
の
も
か
な
り
特
異
で
、
長
子
の
夭
折
を
悲
し

む
羅
山
の
嘆
き
を
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
伝
え
て
い
る
。
左
門
の
死
去
に
際
し
て

は
羅
山
の
友
人
松
永
尺
五
が
「
林
叔
勝
晩
詞
并
序）

11
（

」
を
書
い
て
お
り
、
将
来

を
嘱
望
さ
れ
た
秀
才
だ
っ
た
と
い
う
。

　

墓
誌
銘
に
よ
れ
ば
墓
は
江
戸
・
海
禅
寺
内
の
一
小
丘
に
営
ま
れ
た
が
、
の

ち
上
野
忍
岡
の
羅
山
の
別
墅
に
改
葬
さ
れ
た
ら
し
い
（
後
述
）。
そ
の
後
、
こ

の
地
に
改
葬
さ
れ
て
墳
土
は
失
わ
れ
、
ま
た
墓
誌
銘
が
刻
ま
れ
て
い
た
は
ず

の
誌
石
も
現
在
は
見
当
た
ら
な
い）

11
（

。

　

こ
の
墓
は
、
明
確
に
儒
式
と
わ
か
る
墓
で
日
本
に
現
存
す
る
も
の
と
し
て

は
最
早
期
の
も
の
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
墓
誌
銘
を
と
も
な
う
こ
と
も
留

意
さ
れ
る
が
、
た
だ
し
『
家
礼
』
式
と
は
形
状
な
ど
に
違
い
も
あ
り
、
寸
法

も
羅
山
ら
の
墓
碑
に
比
べ
て
か
な
り
大
き
い
。
林
家
の
墓
碑
は
あ
と
に
い
う

羅
山
の
妻
（
荒
川
亀
）
お
よ
び
羅
山
に
至
っ
て
定
式
化
す
る
が
、
そ
れ
以
前

に
羅
山
が
造
っ
た
儒
式
墓
の
試
み
と
見
ら
れ
る
。

　

林
永
喜
（
一
五
八
五

－

一
六
三
八
）　
〈
図
1（
〉

円
頭
型
（
タ
イ
プ
Ａ
）

「
刑
部
卿
法
印
林
永
喜
碑
」（
篆
題　

正
面
の
上
部
枠
に
右
か
ら
横
書
）

碑
身　

百
二
十
五
×
四
十
五
×
三
十
六
・
五

趺　
　

方
趺　

地
中
に
埋
も
れ
て
い
て
高
さ
は
不
明

正
面�

の
枠
内
に
羅
山
撰
の
「
刑
部
卿
法
印
樗
墩
林
永
喜
碑
銘
」
を
細
字

で
び
っ
し
り
と
刻
む　

文
末
「
寛
永
十
五
年
戊
寅
冬
十
二
月
四
日　
　

孝
子
永
甫　

立
」。

墳
土　

な
し

所
在　

同
右

　

永
喜
は
羅
山
の
弟
で
、
号
は
東
舟
、
の
ち
樗
墩
。
寛
永
十
五
年
（
一
六
八

三
）
八
月
没
。
篆
題
に
い
う
「
法
印
」
は
が
ん
ら
い
僧
侶
の
最
高
位
だ
が
、

当
時
、
儒
者
や
医
師
な
ど
に
も
授
け
ら
れ
た
官
位
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
羅

山
は
民
部
卿
法
印
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
戒
名
で
は
な
い
こ
と
に
注

意
さ
れ
た
い
。
文
末
の
「
永
甫
」
は
永
喜
の
次
子
で
あ
る
。

　

形
は
タ
イ
プ
Ａ
の
円
頭
型
で
、
碑
銘
（
墓
碑
文
）
は
『
羅
山
文
集
』
巻
四



二
〇

十
三
に
も
「
刑
部
卿
法
印
林
永
喜
碑
銘
」
と
し
て
載
せ
る
。
そ
こ
に
「
不
用

異
教
」（
異
教
を
用
い
ず
）
と
い
う
こ
と
か
ら
儒
式
墓
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
が
、
か
な
り
大
き
な
つ
く
り
で
、
正
面
枠
内
に
碑
銘
を
び
っ
し
り
と
刻
む

の
も
独
特
で
あ
り
、
右
手
前
の
羅
山
の
墓
と
比
べ
る
と
形
状
の
違
い
が
わ
か

る
。
林
左
門
の
も
の
と
同
様
、
林
氏
の
墓
碑
が
定
式
化
す
る
以
前
、
明
制
な

ど
を
参
照
し
た
試
行
的
儒
墓
と
い
え
よ
う
。

　

荒
川
亀
（
一
五
九
八

－

一
六
五
六
）　
〈
図
11
〉

尖
頭
型
（
タ
イ
プ
Ｂ
）

「
順
淑
孺
人
荒
川
氏
龜
媼
之
墓
」

碑
身　

七
十
八
×
二
十
三
・
五
×
十
五
・
五

趺　
　

方
趺　

十
三
・
五
（
地
上
部
分
）

背
面�

に
「
明
曆
二
年
丙
申
季
春　

孝
子
春
齋
林　

恕
立
」
と
刻
む　

墓

碑
の
右
手
前
の
「
開
祖
配
順
淑
夫
人
墓
位
」
と
刻
む
標
石
は
後
世

の
も
の

墳
土　

な
し

所
在　

同
右

　

荒
川
亀
は
羅
山
の
妻
で
鵞
峰
ら
の
母
。
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
三
月
没
。

そ
の
葬
儀
は
で
き
る
だ
け
『
家
礼
』
に
沿
っ
た
や
り
方
で
行
な
わ
れ
、
万
知

二
年
（
一
六
五
九
）
刊
行
の
鵞
峰
『
泣
血
余
滴
』
に
そ
の
経
緯
が
詳
細
に
記

録
さ
れ
た）

11
（

。
碑
面
に
い
う
「
順
淑
」
は
い
わ
ゆ
る
私
謚
、「
孺
人
」
は
中
国
ふ

う
の
夫
人
の
尊
称
で
あ
る
。
背
面
の
「
春
齋
林　

恕
」
は
鵞
峰
で
あ
る
。『
泣

血
余
滴
』
お
よ
び
「
羅
山
年
譜）

11
（

」
に
よ
れ
ば
、
墓
は
も
と
も
と
上
野
忍
岡
の

羅
山
別
墅
に
葬
ら
れ
、
馬
鬣
封
（
馬
の
鬣

た
て
が
みの

よ
う
に
や
や
細
長
く
、
上
部
が

狭
く
な
る
形
）
の
墳
土
が
造
ら
れ
た
が
、
現
在
、
そ
の
墳
土
は
な
い
。
こ
の

馬
鬣
封
形
式
と
い
う
の
は
『
家
礼
』
に
は
な
く
、
も
と
も
と
『
礼
記
』
檀
弓

篇
上
に
孔
子
が
理
想
と
す
る
墳
形
と
し
て
述
べ
る
も
の
で
、
鵞
峰
ら
は
墳
土

に
つ
い
て
は
あ
え
て
古
い
形
式
を
み
ず
か
ら
選
択
し
た
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　
〈
図
13
〉
は
『
泣
血
余
滴
』
に
載
せ
る
荒
川
氏
の
小
石
碑
図
で
、「
據
家
禮

而
用
周
尺
、
碑
首
如
圭
形
」（
家
礼
に
拠
り
て
周
尺
を
用
い
、
碑
首
は
圭
の
形

の
如
し
）
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
圭
首
」
の
形
に
造
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る

が
、
円
頭
型
で
は
な
く
、
タ
イ
プ
Ｂ
の
尖
頭
型
に
な
っ
て
い
る
点
が
注
意
さ

れ
る
。
ま
た
大
き
さ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
図
に
は
寸
法
が
、

高
四
尺
、
今
尺
二
尺
五
寸
五
分
餘

厚
七
寸
九
分
、
今
尺
五
寸
一
分

闊
一
尺
一
寸
八
分
、
今
尺
七
寸
六
分

と
記
さ
れ
て
い
る
。「
高
四
尺
」
な
ど
と
い
う
前
の
部
分
が
『
家
礼
』
に
も
と

づ
く
周
尺
で
あ
り
、
あ
と
に
い
う
「
今
尺
」
が
日
本
の
曲
尺
に
あ
た
る
。
同

書
巻
上
に
載
せ
る
「
先
妣
順
淑
孺
人
事
實
」
に
よ
る
と
、
周
尺
の
正
確
な
長

さ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
鵞
峰
は
、
友
人
と
考
証
し
て
こ
れ
を
定
め
た
と
い
う）

1（
（

。

い
ま
墓
碑
の
高
さ
に
つ
い
て
見
る
と
、「
今
尺
二
尺
五
寸
五
分
餘
」
は
三
十
・

三
セ
ン
チ
×
二
・
五
五
余
で
七
十
七
セ
ン
チ
あ
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
現

存
の
墓
碑
の
高
さ
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
周
尺
の
四
尺

に
当
た
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
周
尺
一
尺
の
長
さ
は
十
九
・
三
セ
ン
チ
弱
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
朱
熹
の
時
代
に
い
う
周



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

二
一

尺
は
二
十
三
・
一
セ
ン
チ
だ
か
ら
、
鵞
峰
の
計
算
は
正
し
く
な
く
、
こ
れ
よ
り

も
短
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
幅
や
厚
さ
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
結
果
と

し
て
こ
の
墓
碑
は
『
家
礼
』
の
所
説
よ
り
も
小
型
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

高
さ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、『
家
礼
』
の
場
合
九
十
二
・
四
セ
ン
チ
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
十
五
セ
ン
チ
ほ
ど
低
い
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、「
先
妣
順
淑
孺
人
事
實
」
に
よ
れ
ば
墓
誌
は
造
ら
な
か
っ
た
と
い
う

か
ら
、
誌
石
も
造
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
墓
碑
に
も
履
歴
は
刻
ま
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
墓
碑
は
日
本
に
お
い
て
尖
頭
型
の
圭
首
を
も
つ

『
家
礼
』
式
の
例
と
し
て
は
か
な
り
早
く
、
野
中
兼
山
に
よ
る
野
中
順
、
秋
田

萬
の
墓
碑
（
後
述
）
に
つ
い
で
古
い
。
ま
た
こ
れ
以
後
、
林
氏
の
墓
碑
は
羅

山
に
せ
よ
鵞
峰
に
せ
よ
、
天
保
年
間
、
林
述
斎
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
る
ま
で
、

ほ
ぼ
こ
の
つ
く
り
が
踏
襲
さ
れ
る
。
こ
の
尖
頭
型
の
墓
碑
は
『
泣
血
余
滴
』

の
刊
行
と
あ
い
ま
っ
て
日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
の
一
モ
デ
ル
に
な

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
る）

11
（

。

　

林
羅
山
（
一
五
八
三

－
一
六
五
七
）　
〈
図
11
〉

尖
頭
型
（
タ
イ
プ
Ｂ
）

「
文
敏
先
生
羅
山
林
君
之
墓
」

碑
身　

七
十
八
×
二
十
三
・
二
×
十
五
・
三

趺　
　

方
趺　

十
九
（
上
部
）

向
か�

っ
て
右
面
か
ら
背
面
、
左
面
へ
と
履
歴
を
刻
む
（
左
行
→
右
行
の

順
）　

文
末
「
明
暦
三
年
丁
酉
三
月
中
旬　
　

孝
子
春
齋
林
恕
誌

／
門
人
坂
伯
元
書
」

墳
土　

な
し

所
在　

同
右

　

羅
山
は
妻
荒
川
氏
の
死
去
翌
年
の
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
一
月
に
没
し

た
。
碑
面
の
「
文
敏
」
は
鵞
峰
ら
に
よ
る
私
謚
、「
春
齋
林
恕
」
は
鵞
峰
で
あ

る
。「
羅
山
年
譜
」
お
よ
び
鵞
峰
『
後
喪
日
録
』
に
よ
れ
ば
、
羅
山
は
も
と
上

野
忍
岡
の
別
墅
に
葬
ら
れ
た
。
墳
土
は
『
家
礼
』
に
従
っ
て
周
尺
で
高
さ
四

尺
、
こ
れ
ま
た
馬
鬣
封
で
、
墓
前
に
小
石
碑
を
作
っ
て
履
歴
行
実
を
刻
ん
だ
。

ま
た
当
時
、
荒
川
氏
お
よ
び
永
喜
、
叔
勝
（
左
門
）
の
墓
も
傍
ら
に
あ
っ
た

と
い
う）

13
（

。
現
在
、
馬
鬣
封
の
墳
土
は
な
く
、
他
の
墓
の
場
合
と
同
様
、
こ
の

地
に
改
葬
さ
れ
る
な
ど
す
る
う
ち
に
失
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

墓
碑
の
形
状
は
左
右
対
称
で
上
部
を
す
っ
き
り
と
尖
ら
せ
た
稜
角
を
も
つ
、

い
わ
ゆ
る
将
棋
型
（
Ｂ
タ
イ
プ
）
で
あ
っ
て
、
日
本
の
『
家
礼
』
式
墓
碑
に

お
け
る
尖
頭
型
の
典
型
を
示
し
て
い
る
。
典
型
と
い
う
の
は
、
こ
れ
以
後
、

林
氏
歴
代
の
墓
碑
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
形
が
林
家
の
権
威
と
あ
い
ま
っ
て
日

本
の
同
種
の
墓
碑
と
し
て
普
及
、
定
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

大
き
さ
が
妻
荒
川
氏
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
『
泣
血
余
滴
』
の
記
載
に
の

っ
と
っ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
荒
川
氏
の
墓
の
場
合
、
趺
の
高
さ
だ

け
は
底
部
が
地
面
に
埋
も
れ
て
い
て
不
明
だ
っ
た
が
、
羅
山
の
場
合
は
十
九

セ
ン
チ
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
泣
血
余
滴
』
に
い
う
「
趺
高
九
寸
三
分
半　

今

尺
六
寸
」
に
合
致
す
る
も
の
で
、
今
尺
（
曲
尺
）
の
六
寸
は
十
八
セ
ン
チ
あ

ま
り
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
た
尺
度
計
算
の
違
い
に
よ
り
『
家
礼
』

本
来
の
大
き
さ
よ
り
も
ひ
と
回
り
小
型
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ



二
二

と
見
る
他
の
例
か
ら
し
て
、『
家
礼
』
式
墓
碑
、
し
た
が
っ
て
ま
た
儒
式
の
墓

碑
と
い
え
ば
、
江
戸
時
代
の
人
々
は
ま
ず
こ
の
羅
山
の
墓
碑
を
想
起
し
、
模

範
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
や
や
小
ぶ
り
の
墓
碑
が
以
後
、

日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
墓
碑
の
一
モ
デ
ル
に
な
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ

の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
履
歴
の
刻
み
方
は
向
か
っ
て
右
面
か
ら
背
面
、
そ
し
て
左
面
へ
と

い
う
独
特
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
。『
家
礼
』
に
い
う
左
面
と
右
面
を
、
向
か

っ
て
左
・
右
で
は
な
く
、
墓
碑
本
体
の
左
・
右
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
朝
鮮
の
李
滉
『
自
省
録
』
が
神
主
（
い
わ
ゆ
る
位
牌
）
の
左
・
右
を
、

神
主
自
体
の
左
・
右
と
解
釈
し
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
は
そ
れ
に
も
と
づ
く

所
作
で
あ
っ
た
ら
し
い）

11
（

。
そ
の
た
め
、
文
章
も
左
行
か
ら
右
行
に
書
き
進
む

と
い
う
、
通
常
の
縦
書
き
の
場
合
と
は
逆
の
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
次
に
述
べ
る
鵞
峰
や
読
耕
斎
、
鳳
岡
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る）

11
（

。

　

誌
石
に
つ
い
て
は
年
譜
や
行
状
、
鵞
峰
『
後
喪
日
録
』
の
い
ず
れ
に
も
記

載
が
な
い
の
で
造
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
墓
碑
に
刻
ん
だ

履
歴
を
墓
誌
の
代
わ
り
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
来
、

墓
碑
に
刻
む
履
歴
（
墓
碑
文
）
と
誌
石
に
刻
む
墓
誌
と
は
違
う
の
で
あ
る
が
、

羅
山
の
場
合
は
墓
碑
に
刻
ん
だ
履
歴
を
墓
誌
の
代
わ
り
に
す
る
先
例
を
作
っ

た
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

林
長
吉
（
一
六
一
六

－

一
六
二
〇
）　
〈
図
11
〉）

11
（

尖
頭
型
（
タ
イ
プ
Ｂ
）

「
林
孺
子
長
吉
之
墓
」

所
在　

京
都
市
歴
史
資
料
館
蔵

　

長
吉
は
羅
山
の
次
男
で
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
十
一
月
、
天
然
痘
に

よ
り
わ
ず
か
五
歳
で
死
去
。
京
都
壬
生
の
寺
院
に
埋
葬
さ
れ
る
。
こ
の
頃
、

羅
山
は
ま
だ
江
戸
に
定
住
し
て
お
ら
ず
、
京
都
と
の
間
を
往
還
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
五
月
、
長
吉
の
墓
は
羅
山
が
徳
川
家
康

か
ら
賜
わ
っ
た
知
行
地
の
京
都
二
ノ
瀬
に
改
葬
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
鵞
峰
『
後
喪
日
録
』
の
同
年
三
月
十
八
日
条
は
、

長
吉
夭
亡
。
聞
其
荒
墳
在
壬
生
邊
蘭
若
、
可
移
葬
之
於
先
考
采
邑
内
、

改
築
墳
墓
而
立
小
石
碑
。（『
後
喪
日
録
』
中
、
第
五
葉
裏
）

（�

長
吉
夭
亡
す
。
其
の
荒
墳
壬
生
邊
の
蘭
若
に
在
り
と
聞
け
ば
、
之
を
先

考
の
采
邑
内
に
移
葬
し
、
改
め
て
墳
墓
を
築
き
て
小
石
碑
を
立
つ
べ

し
。）

と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
先
考
の
采
邑
」
と
い
う
の
が
羅
山
の
知
行

地
で
あ
り
、「
蘭
若
」
は
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で
五
月
二
日
条
に
よ
る

と
、
鵞
峰
は
長
吉
の
改
葬
を
命
じ
る
と
と
も
に
「
小
石
碑
誌
」
を
撰
し
て
京

都
に
送
っ
た
。
そ
の
碑
誌
は
「
林
孺
子
長
吉
之
墓
」
と
題
し
、
さ
ら
に
長
吉

の
履
歴
を
記
す
も
の
で
、
履
歴
の
末
尾
に
は
、

命
京
洛
舊
宅
處
守
者
、
移
葬
於　

先
考
采
地
二
瀬
邊
、
改
築
墳
墓
、
立

小
石
碑
於
其
前
。
其
製
法
聊
拠
朱
文
公
家
禮
。（『
後
喪
日
録
』
下
、
第

二
五
葉
裏
）

（�
京
洛
の
旧
宅
の
処
守
者
に
命
じ
て
、
先
考
采
地
の
二
瀬
辺
に
移
葬
し
、

改
め
て
墳
墓
を
築
き
、
小
石
碑
を
其
の
前
に
立
つ
。
其
の
製
法
は
聊
か



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

二
三

朱
文
公
家
礼
に
拠
る
。）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
其
の
製
法
は
聊
か
朱
文
公
家
礼
に
拠
る
」
と

い
う
よ
う
に
、
こ
の
墓
碑
も
や
は
り
『
家
礼
』
式
、
そ
れ
も
尖
頭
型
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
墓
の
側
に
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）、
林
氏
の
家

廟
「
奉
先
堂
」
が
建
て
ら
れ
て
代
々
奉
祀
さ
れ
て
き
た
が
、
明
治
以
降
は
荒

廃
し
、
現
在
は
墓
碑
の
み
が
京
都
市
歴
史
資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る）

11
（

。

　

も
し
こ
の
墓
碑
が
長
吉
の
死
後
す
ぐ
に
立
て
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
前
述
の

左
門
（
叔
勝
）
よ
り
九
年
ほ
ど
早
い
か
ら
、
日
本
で
最
古
の
『
家
礼
』
式
儒

墓
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
実
際
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
五
月
の
改

葬
時
の
建
立
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
遅
れ
る
。
鵞
峰
に
よ
り
、
同
年
一

月
の
羅
山
の
墓
碑
に
な
ら
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
、
写
真
で
見
る
限
り
羅
山

の
墓
碑
と
大
き
さ
、
形
状
と
も
ほ
ぼ
同
様
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
長
吉
の
墓
碑
は
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
だ
が
、
こ

う
し
て
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、『
家
礼
』
の
尖
頭
型
墓
碑
が
林
家
の
方
式

と
し
て
鵞
峰
の
手
に
よ
り
定
着
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。

　

林
読
耕
斎
（
一
六
二
四

－

一
六
六
一
）　
〈
図
11
〉

尖
頭
型
（
タ
イ
プ
Ｂ
）

「
貞
毅
先
生
讀
耕
齋
林
君
之
墓　
（
右
下
）
孝
子
勝
澄
立
」

碑
身　

七
十
八
×
二
十
四
×
十
五
・
五

趺　
　

方
趺　

十
八
・
二
（
上
部
）

向
か�

っ
て
右
面
か
ら
背
面
、
左
面
へ
と
履
歴
を
刻
む
（
左
行
→
右
行
の

順
）　

文
末
「
萬
治
辛
丑
四
月
上
旬　
　

家
兄
向
陽
林
子
誌
／
門

人
金
節
書
」

墳
土　

な
し

所
在　

林
氏
墓
地

　

読
耕
斎
は
鵞
峰
の
弟
で
羅
山
第
四
子
。
碑
面
に
い
う
「
貞
毅
」
は
他
と
同

じ
く
私
謚
で
あ
り
、
右
下
に
記
さ
れ
る
「
勝
澄
」
は
読
耕
斎
の
子
の
晋
軒
で

あ
る
。
履
歴
末
の
「
向
陽
」
は
鵞
峰
の
別
号
で
あ
る
。

　

読
耕
斎
の
葬
儀
お
よ
び
墓
碑
の
作
成
に
関
し
て
は
鵞
峰
の
「
哀
悼
任
筆
五

条
」（『
鵞
峰
林
学
士
文
集
』
巻
七
十
五
）
の
其
五
に
詳
細
が
説
明
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
墳
墓
は
高
さ
四
尺
で
馬
鬣
封
、
墓
碑
に
つ
い
て
も
「
其

尺
寸
如
家
禮
、
詳
見
餘
滴
」
と
い
う
よ
う
に
『
家
礼
』
お
よ
び
『
泣
血
余
滴
』

に
よ
っ
て
い
る
。
た
だ
、
墓
碑
正
面
の
向
か
っ
て
右
下
に
「
孝
子
勝
澄
立
」

と
刻
む
の
は
他
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
書
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
家
礼
』
で

は
神
主
の
正
面
下
に
「
孝
子
某
奉
祀
」
と
記
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
（
巻
四
・

喪
礼
・
題
木
主
、
お
よ
び
図
の
神
主
式
）、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
墓
碑
に
応
用
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

墓
碑
面
に
奉
祀
者
の
名
を
傍
題
す
る
こ
の
方
式
は
日
本
の
儒
式
墓
に
た
ま

に
見
ら
れ
る
が
、『
家
礼
』
の
応
用
と
は
い
え
、『
家
礼
』
の
墓
碑
本
来
の
方

式
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
の
ち
に
浅
見
絅
斎
は
、

墓
表
ニ
孝
子
某
建
ト
書
付
ル
コ
ト
、
神
主
ノ
奉
祀
カ
キ
ヨ
リ
ア
ヤ
マ
ロ

テ
、
サ
ウ
シ
キ
タ
ル
文
盲
ナ
コ
ト
ナ
リ
。
書
ニ
及
バ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
。（「
常

話
劄
記）

11
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」）



二
四

と
批
判
し
て
い
る
。

　

誌
石
に
関
し
て
は
「
哀
悼
任
筆
五
条
」
に
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

造
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
羅
山
の
場
合
と
同
じ
く
、
墓
碑
に
刻
ま
れ
た
履

歴
を
墓
誌
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

林
鵞
峰
（
一
六
一
八

－

一
六
八
〇
）　
〈
図
11
〉

尖
頭
型
（
タ
イ
プ
Ｂ
）

「
文
穆
先
生
學
士
林
君
之
墓
」

碑
身　

七
十
九
・
五
×
二
十
四
×
十
五

趺　
　

方
趺　

十
八
・
五
（
上
部
）

向
か�

っ
て
右
面
か
ら
背
面
、
左
面
へ
と
履
歴
を
刻
む
（
左
行
→
右
行
の

順
）　

文
末
「
延
寶
八
年
庚
申
五
月
下
旬　
　

孝
子
整
宇
林
戇
」

墳
土　

な
し

所
在　

同
右

　

鵞
峰
は
羅
山
の
三
男
で
、
林
家
第
二
世
。
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
五
月

に
没
し
た
。
碑
面
の
「
文
穆
」
は
私
謚
で
あ
り
、「
學
士
」
と
い
う
の
は
寛
文

三
年
（
一
六
六
三
）
に
「
弘
文
院
学
士
」
の
称
号
を
幕
府
か
ら
得
た
か
ら
で

あ
る
。
文
末
の
「
整
宇
林
戇
」
は
鵞
峰
の
子
の
鳳
岡
で
あ
る
。
大
き
さ
、
形

状
と
も
羅
山
の
墓
碑
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
碑
面
の
履
歴
は
『
鳳
岡
林
先
生
全
集
』

巻
百
十
三
に
「
文
穆
先
生
學
士
林
君
墓
誌
」
と
し
て
載
せ
て
い
る）

11
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。
鵞
峰
が

林
家
の
墓
制
を
整
備
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

林
鳳
岡
（
一
六
四
五

－

一
七
三
二
）　
〈
図
11
〉

尖
頭
型
（
タ
イ
プ
Ｂ
）

「�

朝
散
大
夫
内
史
正
獻
先
生
林
君
之
墓　
（
右
下
）
哀
子
朝
散
大
夫
國
子

祭
酒
林
信
充
立
」

碑
身　

七
十
八
・
五
×
二
十
五
×
十
五
・
八

趺　
　

方
趺　

十
四
（
地
上
部
分
の
み
）

履
歴�

は
向
か
っ
て
右
面
か
ら
左
面
へ
、
さ
ら
に
裏
面
へ
と
移
る　

文
末

「
享
保
十
七
年
壬
子
七
月
乙
酉
朔　
　

中
大
夫
丹
治
直
邦
謹
識
」

墳
土　

な
し

所
在　

同
右

　

鳳
岡
は
鵞
峰
の
次
男
で
、
林
家
第
三
世
。
諱
は
戇
、
一
名
信
篤
。
享
保
十

七
年
（
一
七
三
二
）
六
月
に
死
去
し
た
。
碑
面
の
「
朝
散
大
夫
」
は
正
五
位

上
の
官
位
に
相
当
し
、「
内
史
」
は
奥
右
筆
（
幕
府
の
書
記
係
）
の
唐
名
で
あ

る
。「
正
獻
」
は
私
謚
。「
林
信
充
」
は
鳳
岡
の
子
の
榴
岡
で
、
肩
書
の
国
子

祭
酒
は
大
学
頭
の
こ
と
で
あ
る
。
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）、
湯
島
に
設
立
さ

れ
た
聖
堂
の
責
任
者
を
い
い
、
鳳
岡
が
初
め
て
こ
れ
に
任
ぜ
ら
れ
、
の
ち
林

家
で
継
承
さ
れ
た
。

　

履
歴
は
向
か
っ
て
右
面
か
ら
左
面
へ
、
さ
ら
に
裏
面
に
移
っ
て
終
わ
る
と

い
う
変
則
的
な
順
番
に
な
っ
て
い
る
が
、
文
章
は
羅
山
や
鵞
峰
の
場
合
と
違

っ
て
、
右
行
か
ら
左
行
へ
と
進
む
通
常
の
書
き
方
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う

に
な
っ
た
の
か
は
未
詳
だ
が
、
一
つ
に
は
正
面
（
碑
陽
）
と
背
面
（
碑
陰
）

を
相
対
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
履
歴
は
現
在
、

『
鳳
岡
林
先
生
全
集
』
付
録
に
「
朝
散
大
夫
内
史
鳳
岡
先
生
林
君
碑
銘
并
序
」
と

し
て
載
せ
る
。



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

二
五

　

墓
碑
の
つ
く
り
は
基
本
的
に
羅
山
ら
と
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
、
誌
石
を

持
つ
点
が
違
っ
て
い
る
。
誌
石
は
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
林
家
で
は
林
左

門
を
除
い
て
造
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
鳳
岡
に
至
っ
て
ま
た
作
成
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
林
家
の
地
位
の
向
上
と
関
係
が
あ
る
よ
う
で
、

以
後
、
第
四
世
榴
岡
、
第
五
世
鳳
谷
、
第
六
世
鳳
潭
、
第
七
世
錦
峰
は
み
な

誌
石
が
見
つ
か
っ
て
い
る）

11
（

。
整
地
や
改
葬
の
際
に
地
下
か
ら
見
出
さ
れ
た
も

の
ら
し
く
、
鳳
岡
以
後
、
林
家
の
伝
統
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
誌
石
の
製

作
が
『
家
礼
』
に
も
と
づ
く
所
作
で
あ
る
こ
と
は
上
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

墓
誌
は
墓
碑
に
刻
ま
れ
た
履
歴
（
墓
碑
文
）
に
比
べ
て
短
く
、
別
の
文
章
で

あ
る
こ
と
も
『
家
礼
』
に
合
致
し
て
い
る
。

他
の
林
氏

　

林
氏
墓
地
に
は
尖
頭
型
の
『
家
礼
』
式
儒
墓
が
他
に
も
多
く
並
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
つ
く
り
は
羅
山
の
タ
イ
プ
Ｂ
型
と
ほ
ぼ
と
同
じ
で
、
第
四
世
榴

岡
、
第
五
世
鳳
谷
、
第
六
世
鳳
潭
、
第
七
世
錦
峰
ら
の
墓
碑
は
大
き
さ
、
形
と

も
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
女
性
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
じ

つ
く
り
で
、
殤
子
の
場
合
は
や
や
小
さ
い
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
墳
土

に
つ
い
て
い
え
ば
馬
鬣
封
と
す
る
の
が
荒
川
亀
・
羅
山
以
来
の
林
家
の
伝
統

で
あ
っ
た
が
、
現
在
、
残
念
な
が
ら
往
年
の
墳
土
を
残
す
墓
は
一
つ
も
な
い
。

2
　
林
述
斎
ら
―
林
家
そ
の
二

　

林
氏
墓
地
に
は
、
林
家
を
再
興
し
た
第
八
世
林
述
斎
以
下
、
第
九
世
檉
宇
、

第
十
世
壮
軒
、
十
一
世
復
斎
の
墓
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
比
較
的
大
き
な
つ
く

り
で
、
墓
碑
こ
そ
タ
イ
プ
Ｂ
の
尖
頭
型
で
あ
る
が
、
石
畳
で
各
墓
所
を
区
切

る
な
ど
規
模
が
比
較
的
大
き
く
、
そ
れ
ま
で
の
林
家
歴
代
の
墓
と
は
異
な
る

形
態
を
と
っ
て
い
る
。
述
斎
（
一
七
六
八

－

一
八
四
一
）
と
そ
の
門
人
佐
藤

一
斎
（
一
七
七
二

－

一
八
五
九
）
に
よ
り
、
新
た
な
方
式
の
儒
墓
が
考
案
さ

れ
た
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
も
『
家
礼
』
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
は

い
る
の
だ
が
、
い
く
ら
か
複
雑
な
事
情
を
含
む
た
め
、
そ
の
考
察
は
別
の
機

会
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
ま
ず
、『
家
礼
』
に
い
う
墓
は
ど
の
よ
う
な
形
状
と
大
き
さ
を
も

つ
の
か
、
そ
れ
は
中
国
礼
制
上
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、

ま
た
『
家
礼
』
に
も
と
づ
い
て
立
て
ら
れ
た
『
家
礼
』
式
儒
墓
は
中
国
や
朝

鮮
で
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
つ
く
り
だ
っ
た
の
か
な
ど
に
つ
き
検
討
し
た
。

　
『
家
礼
』
は
地
位
や
身
分
を
超
え
た
、
士
人
と
庶
人
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま

る
墓
の
つ
く
り
を
構
想
し
て
い
る
。「
圭
首
方
趺
」
の
墓
碑
と
、「
墓
誌
銘
」
を

刻
ん
だ
誌
石
も
つ
墓
を
造
る
の
は
中
国
の
礼
制
で
は
中
級
官
僚
以
上
の
者
に

の
み
許
さ
れ
た
官
人
の
特
権
な
の
で
あ
っ
た
が
、『
家
礼
』
は
そ
う
し
た
お
か

0

0

み0

の
礼
制
と
は
違
っ
て
、
よ
り
普
遍
的
な
墓
制
を
大
胆
に
も
提
示
し
て
い
た
。

　

次
に
、『
家
礼
』
の
記
述
す
る
墓
碑
を
復
原
し
て
み
た
。「
圭
首
」
の
形
は

本
来
は
上
部
が
ゆ
る
や
か
に
円
ま
っ
た
円
頭
型
（
タ
イ
プ
Ａ
）
だ
っ
た
ら
し

く
、
そ
の
こ
と
は
宋
元
時
代
の
例
や
朝
鮮
の
『
家
礼
』
研
究
書
お
よ
び
墓
制

が
示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。



二
六

　

興
味
深
い
の
は
、
日
本
で
そ
れ
と
は
違
う
、
上
部
が
尖
っ
た
尖
頭
型
（
タ

イ
プ
Ｂ
）
の
墓
碑
が
造
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
「
圭
」
の

語
が
円
頭
と
尖
頭
の
二
つ
解
釈
を
許
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
、
林
家
の
荒
川

亀
お
よ
び
林
羅
山
の
墓
に
始
ま
る
タ
イ
プ
Ｂ
の
尖
頭
型
墓
碑
は
、
中
国
や
朝

鮮
と
は
異
な
る
日
本
独
自
の
形
を
示
し
て
い
る
。『
家
礼
』
の
も
と
の
形
を
伝

え
る
と
思
わ
れ
る
孔
宗
愿
墓
碑
や
朝
鮮
儒
者
た
ち
の
墓
碑
と
比
べ
る
と
そ
の

特
異
性
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
周
尺
」
の
計
算
方
式
の
違
い
に
よ

り
、
こ
の
林
家
モ
デ
ル
は
『
家
礼
』
本
来
の
墓
碑
よ
り
も
、
高
さ
に
し
て
十

五
セ
ン
チ
ほ
ど
小
型
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
も
あ
る
。

　

本
稿
は
日
本
の
『
家
礼
』
式
儒
墓
の
例
と
し
て
は
林
家
の
墓
し
か
取
り
上

げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
ほ
か
大
名
の
墓
に
も
『
家
礼
』
の
影
響

を
受
け
た
も
の
が
あ
り
、
尾
張
藩
の
徳
川
義
直
、
水
戸
藩
の
徳
川
光
圀
、
岡

山
藩
の
池
田
光
政
な
ど
、
そ
の
十
七
世
紀
中
葉
に
お
け
る
造
墓
は
『
家
礼
』

の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
墓
は
大
名
（
諸
侯
）
と
し
て
の

地
位
と
風
格
を
考
慮
し
た
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
て
、
普
通
の
士
庶
を
対
象

に
し
た
『
家
礼
』
と
は
違
う
墓
制
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
彼
ら
の
墓
は
『
家
礼
』
の
影
響
を
受
け
て
は
い
る
が
、
必
ず
し
も
『
家

礼
』
式
と
は
い
え
な
い
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

江
戸
時
代
に
お
い
て
『
家
礼
』
式
儒
墓
は
他
に
も
多
い
。
そ
れ
ら
の
検
討

に
つ
い
て
は
次
号
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

注（
（
）�

近
藤
啓
吾
「
浅
見
絅
斎
墓
域
修
理
記
録
」（
近
藤
『
浅
見
絅
斎
の
研
究
』
所
収
、

神
道
史
学
会
、
一
九
七
〇
年
）、
松
原
典
明
『
近
世
大
名
葬
制
の
考
古
学
的
研
究
』

（
雄
山
閣
、
二
〇
一
二
年
）、
同
『
近
世
大
名
葬
制
の
基
礎
的
研
究
』（
雄
山
閣
、
二

〇
一
八
年
）、
北
脇
義
友
「
岡
山
市
東
山
墓
地
に
お
け
る
儒
葬
墓
―
江
戸
時
代
前

期
を
中
心
に
し
て
―
」（『
石
造
文
化
財
』
七
、
石
造
文
化
財
調
査
研
究
所
、
二

〇
一
五
年
）。

（
1
）�

そ
の
意
味
で
川
勝
政
太
郎
『
日
本
石
材
工
芸
史
』（
綜
芸
舎
、
一
九
五
七
年
）
が

「
墓
碑
」
の
項
で
「
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
来
た
石
塔
婆
、
即
ち
石
塔
と
近
世
の
墓
碑

と
は
、
内
容
的
に
全
く
異
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
古
い
記
述
だ

が
、
仏
や
菩
薩
を
崇
拝
す
る
供
養
塔
と
し
て
の
石
塔
と
、
墓
主
の
標
識
と
し
て
の

墓
碑
と
を
区
別
し
て
い
る
点
で
正
し
い
理
解
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）�

『
礼
記
』
檀
弓
篇
上
に
「
孔
子
既
得
合
葬
於
防
。
曰
、
吾
聞
之
、
古
也
墓
而
不

墳
。
今
丘
也
、
東
西
南
北
之
人
也
、
不
可
以
弗
識
也
。
於
是
封
之
、
崇
四
尺
」
と

い
う
。

（
1
）�

天
一
閣
博
物
館
他
『
天
一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
考
証
』
下
（
北
京
・
中
華
書
局
、

二
〇
〇
六
年
）
三
五
六
頁
。

（
1
）�

『
書
儀
』
巻
七
・
喪
儀
三
・
碑
誌
に
「
喪
葬
令
、
一
品
墳
高
一
丈
八
尺
、
毎
品
減

減
（
二
）
尺
、
六
品
以
下
不
得
過
八
尺
。
又
五
品
以
上
立
碑
、
螭
首
亀
趺
、
趺
上

高
不
得
過
九
尺
、
七
品
已
上
立
碣
、
圭
首
方
趺
、
趺
上
高
四
尺
」
と
い
う
。

（
1
）�

朱
熹
撰
の
朱
松
行
状
「
皇
考
左
承
議
郎
守
尚
書
吏
部
員
外
郎
兼
史
館
校
勘
累
贈

通
議
大
夫
朱
公
行
狀
」（『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
十
七
）
に
「
竊
惟
納
銘
幽
堂
、
具

著
声
烈
、
以
告
万
世
、
蓋
自
近
古
以
来
未
之
有
改
。
而
公
贈
官
通
議
大
夫
、
正
第

四
品
、
準
格
又
當
立
碑
、
螭
首
亀
趺
、
其
崇
九
尺
、
刻
辞
頌
美
、
以
表
于
神
道
、

用
敢
追
述
其
平
生
論
議
行
実
之
大
者
如
右
、
以
請
于
当
世
立
言
之
君
子
」
と
い
う
。

そ
の
神
道
碑
は
友
人
の
周
必
大
が
書
い
て
い
る
。「
史
館
吏
部
贈
通
議
大
夫
朱
公
松

神
道
碑
」（『
文
忠
集
』
巻
六
十
九
）
が
そ
れ
で
、
題
下
に
「
嘉
泰
三
年
」
の
年
次

が
あ
る
の
で
、
朱
松
神
道
碑
は
朱
熹
の
死
後
、
嘉
泰
三
年
（
一
二
〇
三
）
以
降
に

立
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
朱
松
神
道
碑
は
、
残
念
な
が
ら
残
っ
て
お
ら
ず
、



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

二
七

現
在
立
つ
の
は
の
ち
に
重
立
さ
れ
た
碑
で
あ
る
。
武
夷
山
朱
熹
研
究
中
心
編
『
武

夷
勝
境
理
学
遺
迹
考
』（
三
聯
書
店
上
海
分
店
、
一
九
九
〇
年
）
の
「
朱
松
墓
」（
一

五
五
頁
）
参
照
。
な
お
、
行
状
に
い
う
「
銘
」
す
な
わ
ち
墓
誌
銘
は
朱
熹
の
「
皇

考
左
承
議
郎
守
尚
書
吏
部
員
外
郎
兼
史
館
校
勘
朱
府
君
遷
墓
記
」（『
朱
文
公
文

集
』
巻
九
十
四
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

（
1
）�

刻
誌
石

�

用
石
二
片
、
其
一
為
蓋
、
刻
云
「
有
宋
某
官
某
公
之
墓
」、
無
官
則
書
其
字
曰
「
某

君
某
甫
」。
其
一
為
底
、
刻
云
「
有
宋
某
官
某
公
諱
某
字
某
、
某
州
某
縣
人
、
考
諱

某
、
某
官
、
母
氏
某
封
某
。
某
年
月
日
生
、
敍
歷
官
遷
次
、
某
年
月
日
終
、
某
年

月
日
葬
于
某
鄉
某
里
某
處
。
娶
某
氏
、
某
人
之
女
。
子
、
男
某
、
某
官
、
女
適
某

官
某
人
」。
婦
人
、
夫
在
、
則
蓋
云
「
有
宋
某
官
姓
名
某
封
某
氏
之
墓
」、
無
封
則

云
「
妻
」、
夫
無
官
則
書
夫
之
姓
名
。
夫
亡
、
則
云
「
某
官
某
公
某
封
某
氏
」、
夫

無
官
則
云
「
某
君
某
甫
妻
某
氏
」。
其
底
敍
年
若
干
適
某
氏
、
因
夫
子
致
封
號
、
無

則
否
。
葬
之
日
、
以
二
石
字
面
相
向
、
而
以
鐵
束
束
之
、
埋
之
壙
前
近
地
面
三
四

尺
間
。

（
1
）�

下
誌
石

�

墓
在
平
地
則
於
壙
內
近
南
先
布
磚
一
重
。
置
石
其
上
、
又
以
磚
四
圍
之
而
覆
其
上
。

（
1
）�

「
答
李
継
善
」
第
四
書
簡
は
続
い
て
「
嘗
見
前
輩
説
、
大
凡
誌
石
須
在
壙
上
二
三

尺
許
、
即
它
日
或
為
畚
鍤
誤
及
、
猶
可
及
止
。
若
在
壙
中
、
則
已
暴
露
矣
、
雖
或

見
之
、
無
及
於
事
也
。
此
説
有
理
」
と
い
う
。
も
し
誌
石
を
壙
の
中
に
埋
め
て
し

ま
っ
た
ら
、
誌
石
が
見
つ
か
っ
た
時
点
で
遺
体
を
納
め
た
墓
は
暴
か
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
壙
の
う
え
二
、
三
尺
で
あ
れ
ば
、
誌
石
が
見
つ
か
っ
た
時
、
こ

の
下
に
そ
の
人
の
墓
が
あ
る
と
知
ら
れ
る
か
ら
墓
は
暴
か
れ
ず
に
埋
め
戻
し
て
も

ら
え
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

（
（1
）�

『
家
礼
』
の
も
つ
近
世
的
新
し
さ
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
重
二
「
宋
代
の
家
廟
と
祖

先
祭
祀
」（
小
南
一
郎
編
『
中
国
の
礼
制
と
礼
学
』
所
収
、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
一

年
）
で
指
摘
し
た
。
こ
の
場
合
「
近
世
」
と
は
身
分
や
地
位
の
支
配
す
る
「
中
世
」

と
は
違
う
と
い
う
意
味
を
込
め
て
い
る
。

（
（（
）�

『
家
礼
』
巻
頭
・
家
礼
図
の
「
尺
式
」
は
朱
熹
の
自
作
で
は
な
い
が
、
す
ぐ
前
の

「
櫝
韜
藉
式
」
の
潘
時
挙
識
語
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
尺
式
」
は
朱
熹
門
人
の
潘
時
挙

が
朱
熹
の
指
示
に
も
と
づ
い
て
見
出
し
た
司
馬
光
家
伝
の
図
に
よ
っ
て
い
る
。『
程

氏
文
集
』
巻
十
、
作
主
式
の
小
注
に
も
「
用
古
尺
」
と
あ
り
、
こ
の
「
古
尺
」
も

周
尺
と
見
ら
れ
る
。
な
お
、
尺
の
単
位
に
つ
い
て
は
朱
熹
も
問
題
に
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
そ
の
議
論
は
省
略
す
る
。
詳
細
は
い
ま
挙
げ
た
家
礼
図
の
「
尺
式
」
お
よ

び
「
櫝
韜
藉
式
」
潘
時
挙
識
語
、『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
十
の
「
答
潘
子
善
」
第
十

書
簡
を
見
ら
れ
た
い
。

（
（1
）�

た
と
え
ば
、
周
尺
に
つ
き
二
〇
〇
二
年
版
『
全
訳
漢
字
解
』（
三
省
堂
）
は
十

八
・
〇
セ
ン
チ
と
し
（
一
七
四
〇
頁
）、
二
〇
一
七
年
版
『
新
字
源
』（
角
川
書
店
）

は
二
十
二
・
五
セ
ン
チ
と
す
る
（
一
六
七
五
頁
）。

（
（3
）�

度
量
衡
に
関
す
る
現
在
最
も
包
括
的
な
研
究
、
丘
光
明
ほ
か
著
『
中
国
科
学
技

術
史　

度
量
衡
巻
』（
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
周
尺
に
つ
い
て
は
諸
説

紛
々
だ
と
し
、「
実
際
の
と
こ
ろ
、
西
周
に
お
け
る
長
さ
の
単
位
は
今
に
至
る
ま
で

依
拠
す
る
に
足
る
確
実
な
実
物
も
し
く
は
文
献
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
（
七
〇
頁
）。
小
泉
袈
裟
勝
『
度
量
衡
の
歴
史
』（
原
書
房
、
一
九
七

七
年
）
五
頁
に
も
同
じ
指
摘
が
あ
る
。

（
（1
）�

曾
武
秀
「
中
国
歴
代
制
度
」（
河
南
省
計
量
局
主
編
『
中
国
古
代
度
量
衡
論
文

集
』
所
収
、
中
国
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
一
四
七
頁
、
郭
正
忠
『
三
至
十

四
世
紀　

中
国
的
権
衡
度
量
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
二
八
〇

頁
参
照
。
こ
の
ほ
か
、
前
注
『
中
国
科
学
技
術
史　

度
量
衡
巻
』
が
上
記
『
家
礼
』

図
に
い
う
諸
尺
の
長
さ
を
復
元
し
て
い
る
の
も
有
益
で
あ
る
（
三
六
三
頁
）。

（
（1
）�

常
素
霞
『
中
国
玉
器
発
展
史
』（
鶴
間
和
幸
監
訳
、
菅
野
恵
美
翻
訳
、
科
学
出
版

社
東
京
株
式
会
社
、
二
〇
一
九
年
）
上
巻
、
八
九
頁
。

（
（1
）�

前
注
、
常
素
霞
『
中
国
玉
器
発
展
史
』
上
巻
、
一
八
三
頁
。

（
（1
）�

林
巳
奈
夫
『
中
國
古
玉
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）、
四
頁
。

（
（1
）�
〈
図
（
〉
は
前
注
、
林
巳
奈
夫
『
中
國
古
玉
の
研
究
』
三
頁
。
こ
の
『
儀
礼
』
聘

礼
・
記
に
い
う
圭
の
形
は
黄
以
周
『
名
物
図
』
巻
二
、
池
田
末
利
訳
注
『
儀
礼
』

Ⅱ（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
）
四
〇
四
頁
い
ず
れ
も
同
じ
尖
頭
型
で
あ
る
。

（
（1
）�

〈
図
1
〉
は
注
（1
前
掲
、
林
巳
奈
夫
『
中
國
古
玉
の
研
究
』
六
五
頁
。



二
八

（
11
）�

吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
』
一
（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇

一
〇
年
）
二
一
三
頁
上
。

（
1（
）�

吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
』
五
（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇

一
六
年
）
二
七
頁
。

（
11
）�
注
（1
前
掲
、
林
巳
奈
夫
『
中
國
古
玉
の
研
究
』
四
頁
。

（
13
）�

〈
図
3
〉
は
注
（1
前
掲
、
林
巳
奈
夫
『
中
國
古
玉
の
研
究
』
九
五
頁
。

（
11
）�

〈
図
1
〉
は
林
巳
奈
夫
『
中
国
古
玉
器
総
説
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）

五
九
頁
。

（
11
）�

石
田
肇
「
江
戸
時
代
の
墓
誌
」（『
群
馬
大
学
教
養
学
部
紀
要
』
人
文
・
社
会
科

学
編
、
第
五
十
六
巻
、
二
〇
〇
七
年
）
は
日
本
近
世
に
お
け
る
墓
誌
に
は
じ
め
て

着
目
し
こ
れ
を
調
査
し
た
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
る
が
、『
家
礼
』
の
影
響
を
考
慮
に

入
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
継
承
し
た
谷
川
章
雄
「
江
戸
の
墓
誌
の
変
遷
」（『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
六
九
集
、
二
〇
一
一
年
）
や
『
事
典　

墓

の
考
古
学
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）
所
載
の
「
墓
誌
」（
谷
川
章
雄
氏
執

筆
）
も
同
様
。
あ
と
に
い
う
よ
う
に
『
家
礼
』
式
の
墓
が
少
な
か
ら
ず
作
ら
れ
て

い
る
以
上
、
そ
の
墓
誌
に
つ
い
て
も
『
家
礼
』
の
影
響
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
11
）�

『
家
礼
』
巻
四
・
喪
礼
・「
治
葬
」
条
で
も
司
馬
光
『
書
儀
』
の
説
を
引
い
て
「
世

人
又
有
遊
宦
没
於
遠
方
、
子
孫
火
焚
其
柩
、
収
燼
帰
葬
者
。
夫
孝
子
愛
親
之
肌
体
、

故
斂
而
蔵
之
。
残
毀
它
人
之
尸
、
在
律
猶
厳
、
況
子
孫
乃
悖
謬
如
此
。
其
始
蓋
出

於
羌
胡
之
俗
、
浸
染
中
華
、
行
之
既
久
、
習
以
為
常
、
見
者
恬
然
曽
莫
之
怪
。
豈

不
哀
哉
」
と
、
火
葬
を
批
判
し
て
い
る
。

（
11
）�

徐
師
曾
『
文
体
明
辨
序
説
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
六
二
年
）
の
「
墓
碑

文
」「
墓
碣
文
」「
墓
表
」
の
条
参
照
（
一
五
〇
頁
以
下
）。

（
11
）�

司
馬
諮
墓
表
は
司
馬
光
撰
、
司
馬
京
立
。
篆
額
は
「
宋
故
贈
尚
書
比
部
郎
中
司

馬
府
君
墓
表
」
で
あ
る
。『
司
馬
光
塋
祠
碑
誌
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）

口
絵
お
よ
び
一
五
頁
を
参
照
。
画
像
はCIM

A
GE�For�CSA

C,�Fujiyoshi�
M

A
SU

M
Iʼs�Chinese�Picture�Collection

「
司
馬
諮
墓
碑
上
部
」（http://

w
w

w
.db（.csac.kansai-u.ac.jp/cim

age/detail.php?id=（311　

二
〇
二
〇
年

三
月
一
日
閲
覧
）
が
鮮
明
で
あ
る
。
関
西
大
学
の
故
藤
善
眞
澄
教
授
が
一
九
九
二

年
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
。

（
11
）�

楊
樹
坤
・
彭
明
旭
「
神
道
碑
、
墓
碑
、
墓
碣
、
墓
表
概
念
辨
析
」（『
新
余
学
院

学
報
』
第
二
十
二
巻
第
五
期
、
二
〇
一
七
年
）、
陳
高
華
「
元
代
墓
碑
簡
論
」（『
隋

唐
両
宋
金
元
史
論
叢
』
第
七
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
31
）�

劉
子
羽
は
朱
熹
少
年
時
代
の
庇
護
者
。
篆
額
は
「
宋
故
右
朝
議
大
夫
充
徽
猷
閣

待
制
贈
少
傅
劉
公
神
道
碑
」。
ま
た
黄
中
美
は
朱
熹
の
友
人
の
父
。
碑
題
は
「
宋
故

朝
議
大
夫
致
仕
贈
光
禄
大
夫
黄
公
神
道
碑
」。
碑
文
は
い
ず
れ
も
朱
熹
撰
な
ら
び
に

書
。
高
令
印
『
朱
熹
事
迹
考
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
二
六
一
頁
以

下
を
参
照
。

（
3（
）�

宿
白
『
白
沙
宋
墓
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
五
七
年
）、「
北
宋
王
拱
辰
墓
及
墓

志
」（『
中
原
文
物
』
一
九
八
五
年
第
四
期
）、
河
南
省
文
物
局
『
安
陽
韓
琦
家
族
墓

地
』（
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。
な
お
墓
誌
の
発
見
は
宋
代
に
お
い
て

も
多
く
、
近
年
の
主
な
も
の
は
郭
茂
育
・
劉
継
保
『
宋
代
墓
誌
輯
釈
』（
中
洲
古
籍

出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
に
拓
本
と
釈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し

て
墓
碑
に
関
す
る
報
告
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

（
31
）�

た
と
え
ば
江
西
省
九
江
市
の
周
惇
頤
の
墓
碑
は
清
末
の
光
緒
九
年
（
一
八
八
三
）

に
、
河
南
省
伊
川
県
に
あ
る
程
顥
・
程
頤
の
墓
碑
は
清
の
雍
正
年
間
に
、
そ
れ
ぞ

れ
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
原
型
と
は
違
っ
て
い
る
。
吾
妻
重
二
「
周
惇
頤
の
墓
―

そ
の
歴
史
と
現
況
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科
開
設

記
念
号
、
二
〇
一
二
年
）、
同
「
二
程
の
墓
」（
吾
妻
重
二
『
宋
代
思
想
の
研
究
―

儒
教
・
道
教
・
仏
教
を
め
ぐ
る
考
察
』
所
収
、
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
）

参
照
。

（
33
）�

〈
図
1
〉
は
高
文
・
高
成
剛
『
四
川
歴
代
碑
刻
』（
四
川
大
学
出
版
社
、
一
九
九

〇
年
）
六
九
頁
。

（
31
）�

一
九
七
三
年
に
天
津
郊
外
か
ら
出
土
し
た
後
漢
・
延
熹
八
年
の
鮮
于
璜
碑
は
そ

の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
尖
頭
型
を
な
し
、
現
代
の
学
者
は
こ
れ
を
圭
形
と
呼

ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
百
度
百
科
「
鮮
于
璜
碑
」
参
照
。

（
31
）�
『
朱
文
公
文
集
』
巻
八
十
二
の
「
書
欧
陽
文
忠
公
集
古
録
跋
尾
後
」
に
「
崋
山
碑

仲
宗
字
、
洪
丞
相
隷
釈
辨
之
」
と
見
え
る
。



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

二
九

（
31
）�

『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
百
七
十
九
、
仁
和
二
年
三
月
丙
子
条
、『
文
献
通
考
』

巻
四
十
四
・
学
校
考
四
。

（
31
）�
〈
図
（1
〉
お
よ
び
〈
図
（（
〉
は
南
京
工
学
院
建
築
系
・
曲
阜
文
物
管
理
委
員
会

『
曲
阜
孔
廟
建
築
』（
中
国
建
築
工
業
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
九
八
頁
。

（
31
）�
「
維
基
百
科
，
自
由
的
百
科
全
書
」（https://zh.w

ikipedia.org/w
iki/孔

宗
愿

、
二
〇
二
〇
年
三
月
六
日
閲
覧
）
の
「
孔
宗
愿
墓
」
に
よ
る
。

（
31
）�

『
欽
定
続
通
志
』
卷
五
百
三
十
六
・
孔
氏
後
裔
伝
一
に
も
孔
宗
愿
に
つ
き
「
字
子

荘
、
父
延
沢
、
贈
諫
議
大
夫
。
仁
宗
天
聖
中
以
従
父
道
輔
蔭
補
太
廟
斎
郎
。
宝
元

二
年
、
授
国
子
監
主
簿
、
襲
封
文
宣
公
、
知
仙
源
県
事
。
至
和
二
年
、
改
封
衍
聖

公
、
遷
尚
書
比
部
員
外
郎
、
通
判
濰
州
、
卒
於
官
」
と
い
う
。

（
11
）�

『
金
史
』
巻
百
五
、
孔
元
措
伝
。

（
1（
）�

注
31
前
掲
、
南
京
工
学
院
建
築
系
・
曲
阜
文
物
管
理
委
員
会
『
曲
阜
孔
廟
建
築
』

九
六
頁
。

（
11
）�

〈
図
（1
〉
は
蔣
永
台
『
世
界
葬
墓
文
化
〈
人
〉』（
ソ
ウ
ル
、
太
乙
文
化
社
、
二
〇

〇
八
年
）
八
二
頁
。
こ
の
書
は
関
西
大
学
文
学
部
の
篠
原
啓
方
教
授
か
ら
借
覧
し

た
。

（
13
）�

注
1
前
掲
、『
武
夷
勝
境
理
学
遺
迹
考
』
の
「
朱
子
墓
」
参
照
（
三
〇
四
頁
以

下
）。

（
11
）�

朱
熹
は
死
後
の
宝
慶
三
年
（
一
二
二
七
）、
太
師
を
贈
ら
れ
て
い
る
か
ら
（『
宋

史
』
道
学
三
、
朱
熹
）
正
一
品
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
螭
首
亀
趺
の
高
大
な
墓

碑
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
清
の
礼
制
で
は
、
六
品
・

七
品
の
場
合
は
「
方
跌
圓
首
」
と
、
圭
首
で
は
な
く
円
首
と
さ
れ
る
（『
大
清
通

礼
』
巻
五
十
、
治
葬
具
）。
明
令
も
同
様
で
、
六
品
以
下
が
「
方
跌
圓
首
」
と
さ
れ

る
（『
大
明
令
』
礼
令
、
服
飾
等
第
）。

（
11
）�

『
国
朝
五
礼
儀
』
巻
八
・
凶
礼
・
士
大
夫
庶
人
喪
儀
に
「
墳
高
四
尺
。
立
小
石
碑

於
其
前
、
亦
高
四
尺
。
石
須
闊
尺
以
上
、
其
厚
居
三
之
二
、
圭
首
而
刻
其
面
如
誌

之
蓋
、
略
述
其
世
系
名
字
行
實
而
刻
於
其
左
、
轉
及
後
右
而
周
焉
〔
婦
人
則
俟
夫

葬
乃
立
、
面
如
夫
亡
誌
蓋
之
刻
云
〕」
と
あ
り
、『
家
礼
』
と
ほ
ぼ
同
じ
記
述
で
あ
る
。

（
11
）�

朝
鮮
王
朝
時
代
に
著
わ
さ
れ
た
『
家
礼
』
研
究
書
に
つ
い
て
は
、
張
東
宇
「
朝

鮮
に
お
け
る
『
朱
子
家
礼
』
研
究
」（
邊
英
浩
・
鄭
宰
相
訳
、『
都
留
文
科
大
学
研

究
紀
要
』
第
七
八
集
、
二
〇
一
三
年
）
が
詳
し
い
。

（
11
）�

李
圭
景
『
五
洲
衍
文
長
箋
散
稿
』
人
事
篇
・
論
礼
類
・
喪
礼
「
古
匶
制
弁
証
説
」。

（
11
）�

以
下
、〈
図
（1
〉〈
図
（1
〉〈
図
（1
〉
は
注
11
前
掲
、
蔣
永
台
『
世
界
葬
墓
文
化

〈
地
〉』
三
四
八
頁
、
一
〇
八
頁
、
七
二
頁
参
照
。

（
11
）�

撮
影
は
二
〇
一
三
年
十
月
十
二
日
。
第
十
回
江
華
陽
明
学
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
続
い
て
挙
行
さ
れ
た
、
鄭
斉
斗
逝
去
二
百
七
十
七
年
を
記
念
す
る
「
霞
谷　

鄭
斉
斗
先
生
墓
祭
」
の
時
で
あ
る
。

（
11
）�

吾
妻
重
二
「
鄭
斉
斗
の
礼
学
―
朝
鮮
陽
明
学
と
礼
教
」（『
関
西
大
学
東
西
学

術
研
究
所
紀
要
』
第
四
十
七
輯
、
二
〇
一
四
年
）。

（
1（
）�

三
浦
國
雄
「
朱
熹
の
墓
」（
三
浦
『
中
国
人
の
ト
ポ
ス
』
所
収
、
平
凡
社
選
書
、

平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）
二
〇
六
頁
。

（
11
）�

『
鶴
峯
先
生
文
集
』
付
録
巻
一
、
年
譜
。

（
13
）�

筆
者
が
調
査
、
撮
影
し
た
の
は
二
〇
一
九
年
十
一
月
三
日
で
あ
る
。
以
下
、
林

氏
墓
地
の
墓
は
同
日
に
調
査
し
た
。

（
11
）�

『
国
史
跡　

林
氏
墓
地
調
査
報
告
書
』（
新
宿
区
教
育
委
員
会
、
一
九
七
八
年
）。

こ
れ
以
下
、
林
氏
の
墓
に
つ
い
て
は
同
書
も
参
照
の
こ
と
。
た
だ
し
残
念
な
が
ら

同
書
は
『
家
礼
』
の
記
述
を
ま
っ
た
く
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。
ま
た
注
（
前
掲
、

松
原
典
明
『
近
世
大
名
葬
制
の
考
古
学
的
研
究
』
二
七
八
頁
以
下
に
林
氏
墓
地
の

主
な
墓
に
つ
き
実
測
図
を
載
せ
て
い
て
有
益
で
あ
る
。

（
11
）�

注
11
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
大
明
令
』
で
は
六
品
以
下
が
「
方
趺
圓
首
」。
こ
の

ほ
か
ま
た
『
稽
古
定
制
』「
碑
碣
石
獣
」
に
、
四
品
か
ら
七
品
ま
で
は
「
石
碑
円

首
」
に
し
て
「
方
趺
」
と
い
う
。
こ
の
『
稽
古
定
制
』
の
記
述
は
『
文
公
家
礼
儀

節
』
巻
五
の
喪
礼
考
証
に
も
「
四
品
至
七
品
、
皆
圓
首
方
趺
」
と
引
か
れ
て
い
る

の
で
、
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文

献
集
成　

日
本
篇
』
六
（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
六
年
）
一
六
九
頁
下
。

（
11
）�
『
尺
五
堂
先
生
全
集
』
巻
九
（
徳
田
武
編
集
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
一

八
八
頁
。

（
11
）�

こ
の
墓
誌
銘
に
つ
い
て
は
、
大
島
晃
「
先
学
の
風
景　

羅
山
長
子　

林　

叔
勝
」



三
〇

（
大
島
『
日
本
漢
学
研
究
試
論
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
に
解
説
が
あ
る
。

大
島
論
文
は
他
に
羅
山
や
鵞
峰
の
墓
に
も
言
及
し
て
お
ら
れ
る
が
、
た
だ
「
そ
の

名
を
知
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
普
通

0

0

で
あ
る
」（
傍
点
マ
マ
）
と
い
う
だ

け
で
、
墓
碑
が
『
家
礼
』
も
と
づ
い
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
ら

れ
な
い
。

（
11
）�

『
泣
血
余
滴
』
は
注
11
前
掲
、『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
』
一
所
収
。

（
11
）�

『
林
羅
山
集
』
付
録
巻
二
「
年
譜
下
」（『
林
羅
山
詩
集
』
下
巻
、
ぺ
り
か
ん
社
覆

刻
、
一
九
七
九
年
）。

（
11
）�

『
泣
血
余
滴
』
に
記
録
さ
れ
た
荒
川
亀
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
重
二
「
日
本

に
お
け
る
『
家
礼
』
の
受
容
―
林
鵞
峰
『
泣
血
余
滴
』『
祭
奠
私
儀
』
を
中
心
に
」

（
吾
妻
重
二
・
朴
元
在
編
『
朱
子
家
礼
と
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
渉
』、
汲
古
書
院
、

二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
1（
）�

「
先
妣
順
淑
孺
人
事
實
」
に
「
凡
寸
尺
從
宋
儒
之
說
、
皆
用
周
尺
。
周
尺
之
法
、

雖
未
詳
、
然
余
曾
與
有
志
人
相
議
、
有
所
考
、
有
所
證
、
以
兼
造
之
、
故
今
用
之
」

と
い
う
（『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
』
一
、
九
頁
上
）。

（
11
）�

な
お
、
墓
碑
の
左
右
の
肩
が
円
く
、
上
部
だ
け
尖
っ
て
い
る
の
は
将
棋
型
と
は

や
や
違
う
形
状
で
あ
る
。
ち
な
み
に
中
村
惕
斎
の
『
慎
終
疏
節
通
考
』
巻
四
は
圭

首
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
「
三
稜
」
す
な
わ
ち
将
棋
型
と
は
限
ら
な
い
と
し
、「
今

為
圭
碑
者
、
或
鋭
中
而
圓
肩
者
、
又
或
丈
夫
三
稜
、
婦
人
獨
稜
」
と
い
っ
て
い
る

（
吾
妻
重
二
編
著
『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
』
四
、
九
二
頁
下
）。
荒
川
氏
の
墓

碑
は
こ
こ
に
い
う
「
鋭
中
而
圓
肩
者
」
あ
る
い
は
「
婦
人
獨
稜
」
に
相
当
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。『
慎
終
疏
節
』
の
撰
述
は
『
泣
血
余
滴
』
よ
り
も
三
十
年
ほ
ど
あ

と
で
あ
る
か
ら
、
惕
斎
の
所
説
は
荒
川
氏
の
墓
碑
の
形
に
よ
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
ち
な
み
に
京
都
市
東
山
区
延
年
寺
旧
跡
墓
地
の
中
村
惕
斎
妻
の
墓
碑
は
こ

の
形
だ
っ
た
ら
し
い
。
寺
田
貞
次
『
京
都
名
家
墳
墓
録
』（
一
九
二
二
年
初
版
、
一

九
七
六
年
覆
刻
、
村
田
書
店
）
二
六
六
頁
参
照
。
そ
こ
に
「
十
五
種
一
号
」
と
い

う
の
が
こ
の
形
状
で
あ
る
。
た
だ
し
、
残
念
な
が
ら
現
在
、
中
村
惕
斎
妻
の
墓
は

失
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
13
）�

注
11
前
掲
、『
林
羅
山
集
』
付
録
巻
二
「
年
譜
下
」、『
後
喪
日
録
』（
国
立
公
文

書
館
内
閣
文
庫
蔵
、
鵞
峰
自
筆
稿
本
）
上
、
八
葉
表
。

（
11
）�

前
注
『
後
喪
日
録
』
上
、
十
九
葉
表
に
、
墓
碑
文
の
記
載
に
つ
き
「
誌
左
轉
及

後
右
而
周
。
其
書
式
如
家
礼
註
之
法
」
と
い
っ
て
お
り
、
墓
碑
の
左
右
を
は
っ
き

り
自
覚
し
て
の
所
作
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
左
・
右
の
問
題
に
つ
い
て

は
『
泣
血
余
滴
』
巻
下
の
自
注
に
「
今
按
家
禮
註
云
神
主
其
下
左
旁
曰
孝
子
某
奉

祀
。
然
見
神
主
圖
式
則
奉
祀
在
右
。
朝
鮮
李
退
渓
自
省
録
論
之
」
云
々
と
し
て
こ

れ
を
論
じ
て
い
る
（『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
』
一
、
一
九
頁
上
）。
李
滉
の
議

論
は
『
自
省
録
』「
答
金
伯
栄
富
仁
可
行
富
信
惇
叙
富
倫
父
喪
遷
母
墓
合
葬
等
礼
」

（
和
刻
本
、
八
葉
表
）
に
見
え
る
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
若
林
強
斎
『
家
礼
訓
蒙

疏
』
も
ま
た
「
其
左
ノ
左
、
後
右
之
右
、
疑
當
換
置
之
。
其
字
ハ
墓
表
ヲ
指
ス
」

と
、
墓
表
（
墓
碑
）
自
体
の
左
お
よ
び
右
を
い
う
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
る
（
巻

三
・
成
墳
条
、『
家
礼
文
献
集
成　

日
本
篇
』
一
、
二
一
三
頁
上
）。

（
11
）�

羅
山
は
じ
め
他
の
墓
碑
文
（
墓
誌
）
は
注
11
前
掲
『
国
史
跡　

林
氏
墓
地
調
査

報
告
書
』
に
翻
刻
が
あ
る
。

（
11
）�

〈
図
11
〉
は
宇
野
日
出
生
『
京
都
左
京　

あ
ゆ
み
と
く
ら
し
』（
京
都
市
左
京
区

役
所
、
地
域
力
推
進
室
、
二
〇
一
六
年
）
四
五
頁
に
よ
る
。
こ
の
林
長
吉
墓
碑
の

存
在
に
つ
い
て
は
宇
野
日
出
生
氏
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
主
任
研
究
員
）
に
ご
教

示
い
た
だ
い
た
。

（
11
）�

な
お
、
こ
の
「
奉
先
堂
」
に
は
か
つ
て
林
家
代
々
の
神
主
が
奉
祀
さ
れ
て
お
り
、

『
先
哲
墨
寶
』（
報
徳
講
演
会
編
輯
、
芸
艸
社
、
一
九
〇
八
年
）
一
一
に
『
家
礼
』

式
の
神
主
と
櫝
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
林
家
の
神
主

は
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
、
こ
の
写
真
は
そ
の
旧
を
伝
え
る
も
の
と
し
て

貴
重
で
あ
る
。
こ
の
神
主
に
関
し
て
は
復
旦
大
学
文
史
研
究
院
大
学
院
生
の
張
哲

氏
の
教
示
に
よ
る
。

（
11
）�

近
藤
啓
吾
・
金
本
正
孝
編
『
浅
見
絅
斎
集
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）
五

三
九
頁
。

（
11
）�
徳
田
武
編
『
鳳
岡
林
先
生
全
集
』
第
四
冊
（
勉
誠
出
版
、
一
九
一
四
年
）。

（
11
）�
注
11
前
掲
『
国
史
跡　

林
氏
墓
地
調
査
報
告
書
』
に
、
彼
ら
の
誌
石
の
写
真
と

墓
誌
の
翻
刻
が
載
っ
て
い
る
。



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

三
一

図 6　淳于長碑図 7　陳球碑

図 1 　『儀礼』聘礼・
記における圭

図 2　�漢代の圭� �
（尖頭型）

図 3　�玉圭（円頭型、
殷後期）

図 4 　戦国時代の
圭（円頭型）



三
二

図 8　柳敏碑a（右が碑陽、左が碑陰）

図 9　柳敏碑b

図10　孔宗愿墓碑図11　孔元措墓碑



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

三
三

図12　朱熹の墓

図13　金長生『家礼輯覧』図説

図14　尹宣挙『家礼源流図』

図15　李宜朝『家礼増解』図



三
四

図16　李珥の墓

図17　金長生の父の墓



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

三
五

図18　鄭斉斗の墓

図19　金誠一の墓



三
六

図20　林左門墓碑図21　林永喜墓碑（左）　右は林羅山墓碑

図22　荒川亀墓碑図23　小石碑図（『泣血余滴』巻下）



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

三
七

図24　林羅山墓碑

図25　林長吉墓碑（左）



三
八

図26　林読耕斎墓碑図27　林鵞峰墓碑

図28　林鳳岡墓碑



日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
式
儒
墓
に
つ
い
て

三
九

Jia-li Style Confucian Tombs in Japan: 
A Study from the Perspective of Cultural  

Interaction in East Asia, Part1

AZUMA Juji

� During�the�Edo�period� in�Japan,�many�Confucian�tombs�were�constructed,�
modelled�on�Zhuxi's�Jia-li�of�Nansong�China.�However,�research�on�this�subject�
has�been�rather� limited.�It� is�against�this�backdrop�that�the�present�study�first�
explores� exactly�what� a� Jia-li� style� tomb� is� by� examining� tombs� of� this� kind�
widely� constructed� in� China� and� Korea.� Having� thus� established� a� model� the�
study� employs� field� surveys� and� examines� historical� materials� to� ascertain�
genuine�examples�of�Jia-li style�tombs�existing� in�Japan.� �Discussion� is� limited�
to� the� tombs� of� the� “Hayashi-shi�Bochi”� graveyard.� �This� study� also� provides�
insights�about�the� ideological�role�of�Confucianism�in�Japan.

キーワード：朱熹（Zhuxi）、墓碑（tombstone）、墓誌銘（inscription�on�the�gravestone）、
圭首（keishu）、朝鮮儒者（Korean�Confucians）、林羅山（HAYASHI�Razan）




